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令和２年第２回今帰仁村議会臨時会会議録 

招  集  年  月  日 令和２年５月８日 

招 集 場 所 今帰仁村議会議場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開   会  ５月８日 午前10時00分 

閉   会  ５月８日 午後２時07分 

出 席 （ 応 招 ） 議 員 

議席番号 氏   名 議席番号 氏   名 

１ 島 袋   誠 ８ 與 那 勝 治 

２ 上 原 祐 希 ９ 山 城   太 

３ 與那嶺   透 10 與 儀 常 次 

４ 座間味   薫 11 嘉 陽   崇 

５ 座間味 邦 昭   

６ 吉 田 清 尊   

７ 玉 城 みちよ   

欠席（不応招）議員 
    

    

会 議 録 署 名 議 員 ８ 與 那 勝 治 ９ 山 城   太 

職 務 の た め 議 場 

に 出 席 し た も の 

事 務 局 長 我那覇 尚 一 書 記 大 木 明 美 

局 長 補 佐 
兼 議 事 係 長 玉 城 民 枝   

地方自治法第12 1条に 

より説明のため議場に 

出席した者の職氏名 

村 長 喜屋武 治 樹 
幼 保 連 携 
推 進 室 長 久 田 友 也 

副 村 長 謝 花 良 竹   

教 育 長 玉 城   奎   

総 務 課 長 我那覇 隆 文   

企画財政課長 田 港 朝 津   

学校教育課長 桃 原 秀 樹   

住 民 課 長 仲 村 美奈子   

福祉保健課長 宮 里   晃   
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令和２年第２回今帰仁村議会臨時会 

 

議事日程第１号 

令和２年５月８日（金曜日） 

１．開 会 午前10時 

２．付議事件及び順序 

日程 

番号 
議案番号 事    件    名 摘 要 

１  会議録署名議員の指名  

２  会期の決定  

３ 議案第 1 8号 今帰仁村国民健康保険条例の一部を改正する条例について 
説明・質疑 
討論・採決 

４ 議案第 1 9号 令和２年度今帰仁村一般会計第１回補正予算について 
説明・質疑 
討論・採決 

５ 議案第 2 0号 令和２年度今帰仁村国民健康保険特別会計第１回補正予算につい

て 

説明・質疑 
討論・採決 

６ 承認第１号 専決処分の承認を求めることについて 
説明・質疑 
討論・採決 

７ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 
説明・質疑 
討論・採決 

８ 承認第３号 専決処分の承認を求めることについて 
説明・質疑 
討論・採決 

９ 報告第３号 専決処分の報告について 報  告 
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○ 座間味 薫 議長 ただいまの出席議員は11名です。定足数に達しておりますので、直ちに令和２年

第２回今帰仁村議会臨時会を開会します。本日の会議を開きます。 

（開会時刻 午前10時00分） 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午前10時01分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午前10時03分） 

 日程第１．「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、８番 與那勝治議員及び９番 山城 

太議員を指名します。 

 日程第２．「会期の決定」の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日間としたいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「異議なし」と認めます。 

 したがって会期は、本日１日間に決定しました。 

 日程第３．「議案第18号 今帰仁村国民健康保険条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。謝花良竹副村長。 

○ 謝花良竹 副村長 皆さん、おはようございます。 

議案第18号 

 

   今帰仁村国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

 

 上記議案について、別紙のとおり改正したく議会の議決を求めます。 

 

令和２年５月８日提出 

今帰仁村長 喜屋武 治樹 

 

提案理由 

 新型コロナウイルス感染症に感染する等した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関する特例を定め

るにあたり、所要の改正を行う必要があるため、この議案を提出します。 
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   今帰仁村国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 今帰仁村国民健康保険条例（昭和47年条例第45号）の一部を次のように改正する。 

改正後（案） 現行 

第１条～７条の２（略） 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険

者等に係る傷病手当金） 

第７条の３ 被保険者（給与の支払を受けている

者に限る。以下この項において同じ。）が療養

のため労務に服することができないとき（新型

コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱

等の症状があり当該感染症への感染が疑われる

ときに限る。）は、当該被保険者の属する世帯

の世帯主に対し、その労務に服することができ

なくなった日から起算して３日を経過した日か

ら労務に服することができない期間、傷病手当

金を支給する。 

２ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金

の支給を始める日の属する月以前の直近の継続

した３月間の給与収入の合計額を就労日数で除

した金額（その金額に、５円未満の端数がある

ときはこれを切り捨て、５円以上10円未満の端

数があるときはこれを10円に切り上げるものと

する。）の３分の２に相当する金額（その金額

に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨

て、50銭以上１円未満の端数があるときはこれ

を１円に切り上げるものとする。）とする。 

３ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた

日から起算して１年６月を超えないものとす

る。 

４ 第１項に規定する労務に服することができな

い期間において、給与収入の全部又は一部を受

けることができる者に対しては、これを受ける

ことができる期間は、傷病手当金を支給しな 

第１条～７条の２（略） 
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 い。ただし、その受けることができる給与収入

の額が、第２項の規定により算定される額より

少ないときは、その差額を支給する。 

５ 第１項の規定にかかわらず、傷病手当金の支

給は、健康保険法、船員保険法、国家公務員共

済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定に

よって、これに相当する給付を受けることがで

きる場合には、行わない。 

 

備考 

１ 現行の欄中下線が引かれた部分（以下「現行部分」という。）に対応する改正後（案）の欄中下

線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該現行部分を改正後部分に

改める。 

２ 改正後部分に対応する現行部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

３ 現行部分に対応する改正後部分がない場合には、当該現行部分を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の今帰仁村国民健康保険条例第７条の３の規定は、傷病手当金の支給を始める

日が令和２年１月１日から同年９月30日以降の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。 

 

 なお、詳細につきましては担当課長より説明いたします。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいま国民健康保険条例の一部を改正する条例について、概要を説明い

たします。 

 この改正につきましては、内閣府で設置されました新型コロナウイルス感染症対策本部において、新型

コロナウイルス感染症に対する緊急対応策として、市町村の国民健康保険、また後期高齢者医療に関する

新型コロナウイルスに感染するなどした被用者に傷病手当を支給する旨の財政支援も含めたことが決定さ

れております。それに伴い傷病手当金につきましては、給与の支払いを受けている被保険者が療養のため

に労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経

過した日から労務に服することができない期間のうちに、労務につくことを予定していた日について支給

することとしております。その支給額につきましては、１日直近の継続した３か月の期間の給与の収入の

額の合計額を就労日数で除した額の３分の２に相当する額を給付することとしております。ちなみに、傷

病手当金の支給を始める日につきましては、今年の１月１日から９月30日以後の規則で定める期間として
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おります。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午前10時08分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午前10時09分） 

 質疑ありませんか。３番與那嶺 透議員。 

○ ３番 與那嶺 透 議員 今帰仁村国民健康保険条例の一部を改正する条例について質疑いたします。 

 第７条の２項なのですが、傷病手当金の額はというところなのですが、この支給する額が３分の２に相

当する金額となっております。残りの３分の１は収入がないという状況だと思うのですが、この辺村単費

で補填するお考えはないのかどうか。お願いします。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの３番與那嶺 透議員の質疑についてご説明いたします。 

 国から財源につきましては10分の10の財源がありますが、実際上、この支給要綱に基づくと給与、直近

３か月間の平均、１日の給与の３分の２ということになっています。それを超える分につきましては、も

ちろん今単独、単費という形になりますけれども、これにつきましては今のところ早急な支給を考えてお

りまして、この上乗せということに関しては現在のところ考えていない状況であります。 

○ 座間味 薫 議長 ３番與那嶺 透議員。 

○ ３番 與那嶺 透 議員 これの３分の２は国からの補助だということなのですが、この３分の１、

単費で今考えていないという説明でありましたが、村長のほうにお伺いしたいのですが、今年度は予備費

が300万円とか、あと財政調整基金等もあります。予備費からそういったのは捻出できるのではないかと

思うのですが、こういうときに使わないで、予備費は何に使うのかというのもあります。その辺、村長の

お考えを伺います。 

○ 座間味 薫 議長 喜屋武治樹村長。 

○ 喜屋武治樹 村長 ３番與那嶺 透議員の質疑にお答えします。 

 先ほど課長から答弁があったとおりですが、予備費の使用の件も提案がありましたけれども、その他、

これからその後に審議される補正予算等との関連もありますので、検討はしていきたいと考えております。 

○ 座間味 薫 議長 ３番與那嶺 透議員。 

○ ３番 與那嶺 透 議員 検討はしていくと。検討して、やはりできないとなれば、これは何の意味

もないと思っております。もちろん感染者が出ないことにこしたことはないのですが、万が一の場合のこ

とを考えて、受け皿としてやはり予備費であったり、その他、今回補正で財政調整基金からも225万円ほ

ど入れております。国難と言えるこのコロナウイルスです。やはり使うべきではないのかと思っておりま

す。検討するのは当然だと思います。これはもう前向きに進めていただきたいと思っておりますが、村長、

再度答弁を求めます。 

○ 座間味 薫 議長 喜屋武治樹村長。 

○ 喜屋武治樹 村長 先ほど答弁したとおり検討していくということですが、これはまだ村内では発生

していないわけですから、発生しないことを一番願っているわけですが、金額について等も精査しながら、
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６月定例会までには村の方針を明確にしていきたいと考えております。 

○ 座間味 薫 議長 ただいまの３番 與那嶺 透議員の質疑は既に３回に達しましたが、会議規則第

55条ただし書きの規定により、特に発言を認めます。３番與那嶺 透議員。 

○ ３番 與那嶺 透 議員 ぜひ６月までではなくて、その前にも臨時会を開いてでもやるべきかと

思っております。国からは200万円の補助があります。残り単純に100万円、村単費、予備費等から計上し

て受け皿をつくっておく、そういうことが大事かと思っておりますので、ぜひやっていただきたいと思い

ますが、繰り返しになりますが、再度答弁を求めます。 

○ 座間味 薫 議長 喜屋武治樹村長。 

○ 喜屋武治樹 村長 金額等を精査して、提案もありますので実施する方向で検討をして、結論を出し

ていきたいと思います。 

○ 座間味 薫 議長 ほかに質疑ありませんか。８番與那勝治議員。 

○ ８番 與那勝治 議員 議案第18号について質疑いたします。 

 これはページを振っていないのですけれども、この条例の中の改正後の３行目ですけれども、第７条の

３、被保険者の括弧の中で、給与の支払いを受けている者に限るとあるのですけれども、この給与の支払

いを受けている者に限る、この説明です。 

 それと次のページ、第７条の３の第５項になるのですか。第１項の規定にかかわらずとありますけれど

も、この下のほうです。給付を受けることができる場合には、この給付を行わないと書かれていますけれ

ども、この第５項のこの説明です。項の説明、どういう状況が考えられるのか、説明を求めたいと思いま

す。 

 あと、これは新型コロナウイルス感染症による条例の改正だと思うのですけれども、これはいつまでと

か、こういう期限があるのかどうか。先ほど手当枠が30日とかとあったのですけれども、この条例自体は

そのまま残しておくのか。それとも落ち着いたら、また削除されるのか。その辺の説明を求めます。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの８番與那勝治議員の質疑についてご説明いたします。 

 第７条の３につきまして、給与取得者に支払いを受けている者に限るのかというところでありますが、

この国保等における傷病手当金の位置づけ指針になりますけれども、現在新型コロナウイルスの感染がま

だ拡大している状況にあります。それをできる限り防止するために、労働者が感染した場合、休みやすい

環境を整備することが重要であるというところで、今回は専従給与者、農家で、家族が奥さんに給与を

払っているとか、そういった方とか、そういう給与支払者のみへの対応となっております。 

 あと、この期限になりますけれども、今のところ原則９月30日、入院に限りましては１年半ということ

になりますが、この間ウイルス感染につきましては、第１波、第２波、第３波と波がくるだろうというと

ころも予測されております。それにつきましては、国内の感染状況を注視しながら、設定される適用期間

を延長するかということで判断すると示されております。あと、第５項でしたか。休憩よろしいですか。 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午前10時18分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午前10時19分） 



― 10 ― 

 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 もう一つの質疑になりますけれども、第７条の３の第５項につきまして、

健康保険に関しましては大企業や、あと公務員とか、それぞれ健康保険を設立して、保険給付を行ってお

りますけれども、そういった被雇用保険というのでしょうか、そういった国保以外の制度に関しましては

傷病手当が充実しております。そちらについては各保険者のほうで対応していくということで、国保につ

きましては国保のほうでこの傷病手当を給付していくところであります。ちなみに、この傷病手当金等に

つきましては保険者が保険財政上、余裕がある場合などに自主的に行っておりまして、今帰仁村につきま

しては、これまでは傷病手当はなかったのですけれども、今回国の補助を受けて新たに新設されたという

ことで国保の給与対象者については、それでカバーをして給付を行うというところです。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午前10時20分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午前10時21分） 

 ８番與那勝治議員。 

○ ８番 與那勝治 議員 この被保険者、給与の支払いを受けている者ということで、例えば農家とか

自分の奥さんに対して、給与を支払っているというふうにありますけれども、これは例えば毎月何日給料

日とかそういうのがあると思うのですけれども、農家の場合、何かそういうのはあるのかどうか。この給

与の規定というのですか、この辺があまり明確じゃないというか、見えてこないところがあるのですけれ

ども、これをどのように精査するというのか、給与の３分の２を支払うというのですけれども、どの給与

の３分の２なのか。その辺示されているのか、説明を求めます。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの質疑について、ご説明いたします。 

 農家の同じ家族内経営をしている方への給与の支払いということで、青色申告等で専従者給与として認

められております。ただし、その給与につきましては、それぞれの農家によって支払日等については異な

るかと思いますけれども、基本そういう形態で家族のほうにこの専従者給与が支払われているのであれば、

直近３か月間の給与の書類を事業主に提出してもらいまして、その平均を取ります。また、休まなければ

ならなかった日数についても、その事業主からその証明をいただくという形になっています。その申請書

を持って、こちらのほうにつきましては適正であるか確認をして、お支払いという形になるということで

あります。 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午前10時23分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午前10時27分） 

 ８番與那勝治議員。 

○ ８番 與那勝治 議員 それでは休業中に支払われる手当でありますけれども、これは例えば、今、

雇用保険に入っていないところでも、雇用調整助成金ですか、そういった助成金等もあると思うのですが、

これを受け取っているような…、休業中であれば給与も確保される。そういう休業中に、例えばコロナに

感染した場合、これは給与補償でもらったほうが10分の８なのか、10分の何なのか分かりませんけれども、

10分の10になるのか分かりませんけれども、そのほうが有利だと思うのですが、このときはもう強制的に
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休まされないといけないのか。コロナにかかった場合に、休業中として扱われてもいいのかどうか。それ

とも休みなさいとして扱われるのか、この辺の説明を求めます。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの質疑についてご説明いたします。 

 雇用調整助成金など、この休業補償がされている場合には、給与部分について支払われているというこ

とでみなされます。それが該当しない部分につきましての給与補償になりますので、給与の二重支給とい

う形になりかねませんので、その辺につきましては省きますというところで、そういう方向で示されてお

ります。 

○ 座間味 薫 議長 ほかに質疑ありませんか。10番與儀常次議員。 

○ 10番 與儀常次 議員 議案第18号について質疑いたします。 

 先ほどのものとちょっとダブりますけれども、これは今帰仁村国民健康保険条例の一部改正ですけれど

も、国のとおりやらないといけないのか、今帰仁村の独自のものができるかどうかです。今８番議員から

もあったように、この給与というのは国からみたら、報酬をもらっている人だけだという感じがするので

す。この文書を見たら。今帰仁村は農家が多くて、年収の月々12で割っての３か月分とか、方法はあるの

かどうか。そうしないと算定方法が難しいと思うのです。作物は出荷時期によってゼロのときもあるし、

一気にあるときもあるのです。花卉なんかもみんなそうです。出荷時期が多くて、オフの時期もあります

ので、オフの時期にかかる場合は計算が全然合わない感じがするのです。収穫時期前だったらいいけれど

も、収穫が終わって後だったら収入がないときもありますので、そういう方法もできるのかどうか。村の

独自の計算方法ができるかどうか。年収を12で割っての３か月とかができるのかどうか。 

 それと最後に、令和２年１月１日から、同９月30日以降までの間に属する場合に適用するとありますけ

れども、これは９月30日までの適用なのか。来年もウイルスにかかる可能性もあるのですよね。今年でゼ

ロじゃないと思いますので、これは来年も適用するものになっていないのだけれども、９月前にまた改正

があるのかどうか。村でも、この日にちを決めていいのかどうか。必ず国のとおりにしなければいけない

のか、お伺いします。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの10番與儀常次議員の質疑についてご説明いたします。 

 まず最初にありました農家の年収補償に関しましては、これは実際国保の傷病手当の対象外になります

ので、こちらでの答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 

 あと、この実施期間が定められていると。今後の適用期間の延長の件だと思いますけれども、この国保

等における傷病手当の支給については、今年１月、国内で初めて新型コロナウイルスの感染者が確認され

たことを踏まえて、適用期間を設定しております。国につきましても、今後につきましては国内の感染状

況を注視しながら検討していくというところでありますので、現在のところは９月30日、この感染状況を

見ながら延長もあり得るというところで、市町村については判断しております。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 ほかに質疑ありませんか。２番上原祐希議員。 

○ ２番 上原祐希 議員 これは再度今の確認になりますけれども、給与の支払いを受けている者に限
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るということで、農家であれば、個人でやっている場合もあるじゃないですか。そういった場合の、この

給与補償というのは、要は対象外になるという理解でいいのか、そこの確認と。あと青色申請自体が、今

農家はまだまだ少ないと思うのです。今帰仁村の場合、少ない中でなかなかこの制度に適合する人が、果

たしてどれだけいるのかというところがあって、なかなか村の国保の被保険者に対する寄り添った制度に

はなり得ないのかと、今ちょっとそういう思いがありまして、その辺の答弁を伺いたいのと、あと第７条

の３の６行目です。新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり、当該感染症

への感染が疑われるときというのがあるのですけれども、この辺がすごく曖昧で、疑われた状態でもこれ

は受ける権利があるような話になっているのですけれども、この辺の説明を伺います。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの２番上原祐希議員の質疑についてご説明いたします。 

 まずこの条例改正につきましては、実際今帰仁村に合ってないものではないかというところであります

が、この今回の条例改正に関しましては、基本的に自営業等に係る方の給与について補償してあげて、休

む環境をつくって感染の拡大を防ごうという狙いであります。先ほど10番議員からもありましたけれども、

農家補償とか実際自営をしている方につきましては、その補償がその傷病手当では賄えないような状況で

ありますが、ちなみに今帰仁村においては現在、昨年のデータからすると給与を給付されている被保険者

については500名近く。影響のある世帯につきましては470世帯ほどあります。そういった方からすると、

もし感染した場合につきまして、まずは感染の疑いがある場合につきましては、休業した日の４日目から

は３分の２の給与の補償がありますというところになっています。 

 あと、第７条の３の感染したとき、または発熱の症状があるときということで、かなりこの条件がアバ

ウトではないかというご意見になりますけれども、これにつきましては医療機関のほうで証明を取れる場

合が一つあります。それにつきましては感染症の疑いがあって、休んだ場合でも対象となります。ただし、

病院に行けなくて37.5度以上の発熱が、一般の方でしたら４日、高齢者の方であれば２日以上続く場合は、

それを判断をして休ませた場合、医療機関を受診していなくても、その疑いがあった場合にはその対象と

なります。ただしその後、治癒というか症状がよくなった後に病院に行って、それがコロナではありませ

んでしたと、そういう場合も対象になります。そういった形で可能な限り、そういう感染の疑いのあるも

のまで含めて予防対策の一環として、この傷病手当が各市町村で行われていくようにということで、国の

ほうにつきましてはその費用の全額が国庫を持ち出して対応していただくということになっています。基

本的に傷病手当につきましては、先ほども言いましたように財源に余裕がある市町村のみで行えるという

ことでありましたけれども、それの上乗せ等につきましても、なかなか赤字を抱えている国保財政なので、

そのまま10分の10ということにもいかなかったというところも事実上ありまして、そういった中で可能な

限り非常に困っている村民の方に対して、少しでも行政サービスが受けられるような形の改正の内容と

なっております。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午前10時39分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午前10時40分） 

 ほかに質疑ありませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「質疑なし」と認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「討論なし」と認めます。 

 これから「議案第18号 今帰仁村国民健康保険条例の一部を改正する条例について」を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「異議なし」と認めます。 

 したがって「議案第18号 今帰仁村国民健康保険条例の一部を改正する条例について」は、原案のとお

り可決されました。 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午前10時41分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午前10時42分） 

 日程第４．「議案第19号 令和２年度今帰仁村一般会計第１回補正予算について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。謝花良竹副村長。 

○ 謝花良竹 副村長  

議案第19号 

 

   令和２年度今帰仁村一般会計第１回補正予算について 

 

 上記議案について、次のとおり提案し議会の議決を求めます。 

 

 令和２年度今帰仁村一般会計補正予算（第１回）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９億5,880万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ61億526万5,000円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和２年５月８日提出 

今帰仁村長 喜屋武 治樹 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（ 歳 入 ） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

 

 

15 国 庫 支 出 金   681,938 956,549 1,638,487 

  ２ 国 庫 補 助 金 257,673 956,549 1,214,222 

16 県 支 出 金   804,327 0 804,327 

  ２

＋ 

県 補 助 金 518,543 0 518,543 

19 繰 入 金   271,242 2,254 273,496 

  １ 繰 入 金 271,242 2,254 273,496 

歳 入 合 計 5,146,462 958,803 6,105,265 

 

（ 歳 出 ） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

３ 民 生 費   1,796,171 1,009,539 2,805,710 

  １ 社 会 福 祉 費 1,075,427 938,941 2,014,368 

  ２ 児 童 福 祉 費 720,744 70,598 791,342 

４ 衛 生 費   395,036 2,254 397,290 

  １ 保 健 衛 生 費 166,323 2,254 168,577 

10 教 育 費   625,556 △52,990 572,566 

  １ 教 育 総 務 費 163,719 △52,990 110,729 

歳 出 合 計 5,146,462 958,803 6,105,265 

 

 なお、総括につきましては担当課より説明いたします。 

○ 座間味 薫 議長 田港朝津企画財政課長。 

○ 田港朝津 企画財政課長 議案第19号 令和２年度今帰仁村一般会計第１回補正予算について、歳入

歳出とも節におきまして300万円以上の項目について説明申し上げます。 

 ６ページをお開きください。15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、補正額９億

5,654万9,000円は、１節総務費補助金の中の特定定額給付金給付事業費で９億3,110万円のものと、それ

と特定定額給付金給付事務費で784万1,000円。それと子育て世帯の臨時特別給付金給付事業費で1,349万

円、同じ事業で子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費で411万8,000円の計上によるものでございます。

下の２目民生費国庫補助金、補正額1,768万1,000円は、７節児童福祉費補助金の放課後児童健全育成事業

によるものでございます。６目教育費国庫補助金、補正額マイナス1,768万1,000円は、１節学校費補助金

の放課後児童健全育成事業のマイナス1,762万6,000円。先ほどの２目民生費国庫補助金と６目国庫補助金

の入替えによるものでございます。 

 続いて７ページをお願いします。16款県支出金、２項県補助金、２目民生費県補助金、補正額1,762万



― 15 ― 

6,000円は、６節児童福祉費補助金、放課後児童健全育成事業で1,762万6,000円と６目教育費県補助金、

補正額マイナス1,762万6,000円で、４節学校教育費補助金マイナス1,762万6,000円は、放課後児童健全育

成事業のマイナス1,762万6,000円でございます。そちらも県費の２目と６目の入替えによるものでござい

ます。 

 続いて９ページをお願いします。こちらは歳出になります。３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福

祉総務費、補正額９億3,894万1,000円の補正額につきましては、次のページになります10ページの18節負

担金補助及び交付金の特別定額給付金事業の９億3,110万円によるものが主なものでございます。 

 続いて11ページをお願いします。３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費、補正額5,299万

円は、18節負担金補助及び交付金の放課後児童健全育成事業の5,287万8,000円が主なものであります。続

いて２目児童措置費1,760万8,000円の補正額につきましては、同ページの18節負担金補助及び交付金の子

育て世帯の臨時特別給付金の1,349万円が主なものであります。 

 続いて14ページをお願いします。10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、補正額マイナス5,299

万円は、18節負担金補助及び交付金の放課後児童健全育成事業の5,287万8,000円の減額によるもので、こ

ちらのほうは歳出におきましての組替えによるものでございます。以上、300万円以上の歳入歳出におけ

る説明といたします。 

○ 座間味 薫 議長 これから歳入の質疑を行います。質疑はありませんか。10番與儀常次議員。 

○ 10番 與儀常次 議員 ６ページお願いします。15款国庫支出金、２項国庫補助金の１目総務費国庫

補助金の１節総務費補助金の中の９億5,654万9,000円の中の４項目なのですけれども、一番上の特定定額

給付金、これは10万円のものだと思うのだけれども、これと次、下の子育て世帯への臨時特別給付金、こ

れは子ども手当なのか、お伺いします。 

 それと２目民生費と教育費の入替えということですけれども、これの中の児童福祉費補助金の中の放課

後児童健全育成事業、これはコロナが発生してからできた事業なのかどうか、お伺いします。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの10番與儀常次議員の質疑についてご説明いたします。 

 ６ページ、歳入15款２項１目１節総務費補助金の中の特定定額給付金給付事業費、事務費につきまして

は、お話のありましたとおり１人当たり10万円の給付事業という形になります。 

 あと、同じ節にあります子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費と事務費につきましては、子ども手

当の、厳密に言うと上乗せ分ではありません。これは実際にそういう形にはなっておりますけれども、臨

時特別給付金ということで１万円の給付ということであります。事務手続上、簡素化するということで６

月の児童手当に間に合うようでしたらということで国は示しておりますので、今帰仁村におきましても臨

時会で承認をいただいた後、厳密に言うと６月９日の支給に間に合わせて、指定された口座に振込すると

いう形の方法を取っております。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 桃原秀樹学校教育課長。 

○ 桃原秀樹 学校教育課長 ただいまの10番與儀常次議員の質疑についてご説明申し上げます。 

 民生費の質問でございますが、教育費からの組替えでありますので、こちらのほうで説明させていただ
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きたいと思います。これは放課後児童健全育成事業、学童に対する運営補助等で従来からある事業でござ

います。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 すみません、補足なのですけれども、この子育て世帯への臨時特別給付金

につきましては、一般給付分につきましては６月９日を予定しておりますけれども、公務員共済とか学校

共済関係で、事業所にお勤めの方につきましては５月25日からの手続を始めまして、順次６月10日以降に

お振込していくという形になっております。 

○ 座間味 薫 議長 10番與儀常次議員。 

○ 10番 與儀常次 議員 確認していきたいと思います。この子ども手当ては、先ほど課長は１万円と

いうことだったのですけれども、これは１人に１万円で６月の１回きりなのか。これは２回、３回もある

のか。１万円プラスアルファですね。 

 それと放課後児童健全育成事業費ですけれども、これは学童だけなのか。別でやっているところはない

のか。例えば、子ども食堂なんかもこれに適用するのかどうか、お伺いします。放課後学童に行っていな

い子供はどうするのか。学童だけに手当があるのか。おうちで見ている方はどうなのか、お伺いします。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの質疑について説明いたします。 

 この事業に関しましては１回限りとなっております。 

○ 座間味 薫 議長 桃原秀樹学校教育課長。 

○ 桃原秀樹 学校教育課長 説明いたします。 

 放課後児童健全育成事業については、学童の運営に対する運営費プラス夏休み等の長期休業になりまし

たら、また午前中から開けたりします。あと職員のキャリアアップであったり、処遇改善であったりとい

うことの事業でございます。 

 あと学童に行っていない児童についてどうするのかということでございますけれども、ただいま学校の

ほうで、低学年が対象でございますが居場所づくりということで現在対応しております。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 ほかに質疑ありませんか。 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午前11時00分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午前11時01分） 

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「質疑なし」と認めます。 

 これで歳入の質疑を終わります。 

○ 座間味 薫 議長 暫時休憩します。 （休憩時刻 午前11時02分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午前11時17分） 

 次に歳出の質疑を行います。質疑ありませんか。３番與那嶺 透議員。 

○ ３番 與那嶺 透 議員 歳出の質疑をいたします。 
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 10ページの３款１項18節、先ほど歳入でも定額給付金がありましたが、これは単純に９億3,100万円、

人口が9,300人、１人当たり10万円でありますが、これはいつから手続が始まるのか。あと、この人口は

いつの時点での人口を算出したのか伺います。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの３番與那嶺 透議員の質疑についてご説明いたします。 

 10ページ、３款１項１目18節負担金、補助金の９億3,110万円の件ですけれども、この件につきまして

は、手続の開始につきましては内々の事務手続は行っておりますけれども、実際の住民の手続に関しまし

ては５月18日からの受付という形になります。この人口の基準日につきましては３月31日現在の人口、住

基台帳を基準に増減がありますので、プラスアルファという形で算出しております。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 ３番與那嶺 透議員。 

○ ３番 與那嶺 透 議員 手続は大体理解いたしました。人口の算出なのですが、３月31日にプラス

アルファをして今回出しているということなのですが、このプラスアルファについてはどれぐらい…、先

ほども転入であったり、転出、出生もあるかと思います。この出生、これもいつまで見るのかというのも、

ある程度示されているのかと思うのですが、このプラスアルファはどれぐらいプラスアルファをしている

のか。あと出生は今日、出生して戸籍手続、例えば出生届を出してプラス１になったその人も含まれてい

るのか。その辺の説明を求めます。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの質疑についてご説明いたします。 

 このプラスアルファにつきましては出生、転入、転出もございますけれども、それ以外にホームレス等

も対象になります。そういったのを見込んで算式数字合わせて見込んでおります。実際実績ベースになり

ますので、その給付は見込みというところでの数字と理解していただきたいと思っています。出生に関し

ては基準日が４月27日、住基に登録されている方が対象になりますので、４月27日にお生まれになった方

につきましては対象という形になります。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 ３番與那嶺 透議員。 

○ ３番 與那嶺 透 議員 ４月27日、これはどこから、なぜ４月27日なのか。あと、妊娠されている

方は母子手帳等を保健センターで交付されます。ということは、大体いつ頃子供が生まれるかと思います。

もちろん全てをやればきりがないのですけれども、ある程度この手続開始の日まで基準を持っていくとか

をするとか、そういうことも検討するべきではないのかと思いますが、この辺の見解を伺います。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの質疑についてご説明いたします。 

 まずこの特別定額給付金につきましては、コロナ感染症の影響を受けた特別定額給付金であります。市

町村単独で行うものではなくて、国全体ということであります。たしか４月20日の国のほうで閣議決定が

されたかと思いますけれども、そのときに基準日を４月27日と位置づけておりますので、これは基準日を

１市町村で変更できるものではありません。これは実際、この定額給付金につきましては、コロナの影響

を受けて小学校のお休み、そのために経済活動もやはり滞ると。自宅で子供を見ないといけないと。そう
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いうことを踏まえての定額給付ということで一律になってもおりますので、実際今から生まれてくる子に

つきましては対象にならないというところの考え方のようです。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 ほかに質疑はありませんか。８番與那勝治議員。 

○ ８番 與那勝治 議員 歳出について質疑いたします。 

 10ページ、同じく３款１項の中の18節でありますけれども、これは先ほど受付が５月18日からというこ

とでありました。これは受付から支払われるまでの流れというのですか、このフローチャートみたいな、

この辺の説明を求めます。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの８番與那勝治議員の質疑についてご説明いたします。 

 まず、この４月27日現在の住基台帳に記載されている人に関して、１人当たり10万円の定額給付金にな

りますけれども、実際この住基台帳から村のほうが、そのデータを基に申請書を作成します。その申請書

をその世帯主宛てに送付するというところで、この事務手続が今日から実は始まっているという状況です。

発送を来週初めに予定しておりまして、その申請書が届きましたら、その申請書に必要事項を記入の上、

再度返送していただくと。極力窓口で対応を省く形での方法ですけれども、そのような対応で申請書のや

り取りをします。郵送かオンラインということでの対応ですけれども、その手続をした後、中身のほうの

精査をいたしまして、給付金が指定された口座に振り込まれる形になっていますけれども、今帰仁村では

給付のめどとして５月29日を予定しておりまして、順次手続順にこの給付金につきましては振込をさせて

いただくという形になっております。 

○ 座間味 薫 議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「質疑なし」と認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「討論なし」と認めます。 

 これから「議案第19号 令和２年度今帰仁村一般会計第１回補正予算について」を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「異議なし」と認めます。 

 したがって「議案第19号 令和２年度今帰仁村一般会計第１回補正予算について」は、原案のとおり可

決されました。 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午前11時27分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午前11時30分） 

 日程第５．「議案第20号 令和２年度今帰仁村国民健康保険特別会計第１回補正予算について」を議題
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とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。謝花良竹副村長。 

○ 謝花良竹 副村長  

議案第20号 

 

   令和２年度今帰仁村国民健康保険特別会計第１回補正予算について 

 

 上記議案について、次のとおり提案し議会の議決を求めます。 

 

 令和２年度今帰仁村国民健康保険特別会計補正予算（第１回）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ380万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ17億3,837万円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和２年５月８日提出 

今帰仁村長 喜屋武 治樹 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（ 歳 入 ） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

５ 国 庫 支 出 金   1,294 3,800 5,094 

  １ 国 庫 補 助 金 1,294 3,800 5,094 

歳 入 合 計 1,734,570 3,800 1,738,370 

 

（ 歳 出 ） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補 正 額 計 

１ 総 務 費   32,219 1,800 34,019 

  １ 総 務 管 理 費 30,829 1,800 32,629 

２ 保 険 給 付 費   1,242,644 2,000 1,244,644 

  ７ 傷 病 手 当 金 0 2,000 2,000 

歳 出 合 計 1,734,570 3,800 1,738,370 

 

 なお、総括につきましては担当課より説明いたします。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午前11時34分） 
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○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午前11時35分） 

 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 議案第20号 令和２年度今帰仁村国民健康保険特別会計第１回補正予算に

ついての詳細について、ご説明いたします。 

 今回の国保の補正予算につきましては、本日の第18号議案の国民健康保険条例の一部を改正する傷病手

当に関する予算の補正でございます。主な内容につきましては、傷病手当給付金と、それに伴うシステム

の改修費となっております。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 これから歳入の質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「質疑なし」と認めます。 

 これで歳入の質疑を終わります。 

 次に歳出の質疑を行います。質疑はありませんか。２番上原祐希議員。 

○ ２番 上原祐希 議員 歳出について質疑いたします。 

 ７ページです。２款７項１目の傷病手当金200万円ということであります。これは最初の条例の中での

傷病手当金だというふうに理解しておりますけれども、そこをまず確認させてください。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの２番上原祐希議員の質疑についてご説明いたします。 

 ７ページ、２款７項１目18節負担金、補助及び交付金、傷病手当金200万円につきましては、議案第18

号で説明しました傷病手当、国保加入者の中で給与をいただいている方がコロナの感染、もしくはコロナ

感染の疑いがあってお仕事をお休みした方に一定の条件の下、給付する手当金になります。これにつきま

しては、今帰仁村被保険者522人、これは昨年の実績ベースになりますけれども、それからその方を対象

に、今帰仁村でコロナに感染すると予測されている最大数値、32名分のお給料の３分の２、この給料につ

きましては平均になりますけれども、その14日分という形で見積もっております。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 ２番上原祐希議員。 

○ ２番 上原祐希 議員 議案第18号の関連だということで理解いたしました。先ほどの議案第18号の

ときの質疑の中でも出たのですが、先ほど課長の説明で、要は家族経営だったとして、夫婦でやりますと。

夫は雇用主で、例えば奥さんが給与所得者としてなった場合に、先ほど熱が37.5度以上、要はコロナが疑

われる段階でも、例えばその後ＰＣＲ検査を受けてコロナではなかったとしても、その受給資格があると

いう話でありました。そのときにちょっと疑問がありまして、では旦那さんが「奥さんは熱がありました」

と認めましたというときに、実際熱が下がって後にＰＣＲ検査を受けて、陰性だったとしても補償します

という話があったのですけれども、実際熱がある段階での証明が非常に曖昧だというふうに疑問がありま

す。要は熱が下がって後に受診しても、それがコロナではなかった場合でも、それは補償の対象になると

いう話だったので、そのときに実際ちゃんと熱があったかどうかというところが非常に曖昧で、これは変

な話で、夫婦で旦那が「熱があったので休ませました」という証明さえすれば、実際奥さんは熱がなくて

休んだとしても、そういうふうにみなされるという話になってくるのかというところに疑問があるのです
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が、その辺の説明を求めます。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの質疑についてご説明いたします。 

 まず新型コロナウイルスの感染症が今拡大している中、これは緊急的な制度でございます。国保の加入

者が労務に服することができない期間をどういうふうに判断するかというところなのですけれども、国が

示した中では37.5度以上の発熱が４日以上続いていると。あと強いだるさ、倦怠感、息苦しさ、呼吸困難

がある場合、こういった状態が高齢者の場合は２日続く場合はその対象にしますと。その上で医療機関、

これは帰国者・接触者外来を受診したことを想定しますけれども、そこを受診した場合には医療機関への

申請書を記入していただくという形に手続上なります。ただし、そういった帰国者・接触者外来、北部病

院、北部地区医師会ですか、そこを受診しないまま体調が改善した場合には、支給申請書にその旨を記載

することになっております。記載内容を事業主が確認して、事業主が把握している労務、このような機関

の情報と照らし合わせて相違がない場合には、その事業主に証明していただくということになりますので、

これは家庭内ということであっても、そのような対応になるかと考えております。労務不能と認められる

場合には、傷病手当を支給しても差し支えないですというところであります。また、結果として新型コロ

ナ感染症に感染しなかった場合にも、同様な取り扱いをしていただきたいというところで示されておりま

す。今後そういった虚偽の申請とかがあった場合には、もちろん返還という形になりますけれども、そう

いったものについては市町村から国のほうに、またどういう方法があるのかというところは今後問い合わ

せもしていきたいと考えております。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午前11時43分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午前11時47分） 

 ほかに質疑ありませんか。８番與那勝治議員。 

○ ８番 與那勝治 議員 歳出について質疑いたします。 

 ７ページ、かぶるのですけれども２款７項１目です。この傷病手当の周知方法というのですか、これは

どのように行うのか。これも申請された場合、この申請から支払いまでの流れというのですか、その辺の

説明を求めたいと思います。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの８番與那勝治議員の質疑についてご説明いたします。 

 周知方法に関しましては直近でありますので、広報紙の５月号には間に合いませんでしたので、ホーム

ページ等で一応告知をする予定です。あとこの手続の流れになりますけれども、予算が可決されて、要綱

のほうについても今整理している途中ですので、その要綱に基づいた申請書を提出していただいて、精査

した上で、できるだけ早い時期にお振込するという形になっております。実際システム改修についても今

からになりますので、その辺のところを見込みとして、いつからというところは明確にお示しできないこ

とはご了承いただきたいと思います。 

○ 座間味 薫 議長 ８番與那勝治議員。 

○ ８番 與那勝治 議員 現在のところホームページで告知するということで、９月30日まで支払い、
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支給される。１月１日からでしたか、これは遡って今はできるということになりますよね。ホームページ

だけではやはり特定の人しか見れないので、それ以外、村広報なのか何なのか分かりませんけれども、こ

ういう状況でありますので、やはりコロナが疑われる人というのは多いと思うのです。その中で、やはり

村民に広く周知できる方法を考えていただきたいと思うのですけれども、ホームページ以外、その辺はど

のように考えているか説明を求めます。 

○ 座間味 薫 議長 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 ただいまの質疑についてご説明いたします。 

 先ほどもお話ししましたように５月の広報には間に合わないような状況でしたので、６月以降の広報紙

を有効に活用したいと考えております。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「質疑なし」と認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「討論なし」と認めます。 

 これから「議案第20号 令和２年度今帰仁村国民健康保険特別会計第１回補正予算について」を採決い

たします。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「異議なし」と認めます。 

 したがって「議案第20号 令和２年度今帰仁村国民健康保険特別会計第１回補正予算について」は、原

案のとおり可決されました。 

○ 座間味 薫 議長 暫時休憩します。 （休憩時刻 午前11時51分） 

午          後 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午後１時30分） 

 日程第６．「承認第１号 専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。謝花良竹副村長。 

○ 謝花良竹 副村長  

承認第１号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めます。 
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令和２年５月８日提出 

今帰仁村長 喜屋武 治樹 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、議会を招集する時間的余裕がないた

め、次のとおり専決処分する。 

 

今帰仁村税条例等の一部を改正する条例 

 

 理 由 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）、地方税法施行令の一部を改正する政令

（令和２年政令第109号）、地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和２年総務省令第21号）等が令

和２年３月31日にそれぞれ公布されたことに伴い、今帰仁村税条例（昭和47年条例第22号）を改正する

必要があるが、同条例の改正について議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第１

項の規定により専決処分する。 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 3 1日 

今帰仁村長 喜屋武 治樹 

 

   今帰仁村税条例等の一部を改正する条例 

 （今帰仁村税条例の一部改正） 

第１条 今帰仁村税条例（昭和47年条例第22号）の一部を次のように改正する。 

改正後（案） 現行 

 （個人の村民税の非課税の範囲） 

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対し

ては、村民税（第２号に該当する者にあって

は、第53条の２の規定により課する所得割（以

下「分離課税に係る所得割」という。）を除

く。）を課さない。ただし、法の施行地に住所

を有しない者については、この限りでない。 

 （１） 略 

 （２） 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親

（これらの者の前年の合計所得金額が135万 

 （個人の村民税の非課税の範囲） 

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対し

ては、村民税（第２号に該当する者にあって

は、第53条の２の規定により課する所得割（以

下「分離課税に係る所得割」という。）を除

く。）を課さない。ただし、法の施行地に住所

を有しない者については、この限りでない。 

 （１） 略 

 （２） 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫   

  （これらの者の前年の合計所得金額が135万 
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  円を超える場合を除く。） 

２ 略 

 （所得控除） 

第34条の２ 所得割の納税義務者が法第314条の

２第１項各号のいずれかに掲げる者に該当する

場合には、同条第１項及び第３項から第11項ま

での規定により雑損控除額、医療費控除額、社

会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除

額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障

害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤

労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除

額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が

2,500万円以下である所得割の納税義務者につ

いては、同条第２項、第６項及び第11項の規定

により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所

得について算定した総所得金額、退職所得金額

又は山林所得金額から控除する。 

 （村民税の申告） 

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、

３月15日までに、施行規則第５号の４様式（別

表）による申告書を村長に提出しなければなら

ない。ただし、法第317条の６第１項又は第４

項の規定により給与支払報告書又は公的年金等

支払報告書を提出する義務がある者から１月１

日現在において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所得以外の所

得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかったもの（公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第

48条の９の７に規定するものを除く。）、小規

模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、

地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特

別控除額（所得税法第２条第１項第33号の４に

規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除

く。）若しくは法第314条の２第４項に規定す 

  円を超える場合を除く。） 

２ 略 

 （所得控除） 

第34条の２ 所得割の納税義務者が法第314条の

２第１項各号のいずれかに掲げる者に該当する

場合には、同条第１項及び第３項から第12項ま

での規定により雑損控除額、医療費控除額、社

会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除

額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障

害者控除額、寡婦（寡夫）控除額    、勤

労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除

額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が

2,500万円以下である所得割の納税義務者につ

いては、同条第２項、第７項及び第12項の規定

により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所

得について算定した総所得金額、退職所得金額

又は山林所得金額から控除する。 

 （村民税の申告） 

第36条の２ 第23条第１項第１号に掲げる者は、

３月15日までに、施行規則第５号の４様式（別

表）による申告書を村長に提出しなければなら

ない。ただし、法第317条の６第１項又は第４

項の規定により給与支払報告書又は公的年金等

支払報告書を提出する義務がある者から１月１

日現在において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所得以外の所

得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかったもの（公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第

48条の９の７に規定するものを除く。）、小規

模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、

地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特

別控除額（所得税法第２条第１項第33号の４に

規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除

く。）若しくは法第314条の２第５項に規定す 
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 る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控

除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条

第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第

９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の

控除若しくは第34条の７第１項（同項第２号に

掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２条第

３項に規定する認定特定非営利活動法人及び同

条第４項に規定する特例認定特定非営利活動法

人に対するものを除く。第６項において同

じ。）に係る部分を除く。）及び第２項の規定

により控除すべき金額（以下この条において

「寄附金税額控除額」という。）の控除を受け

ようとするものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかった者」と

いう。）及び第24条第２項に規定する者（施行

規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲

げる者を除く。）については、この限りでな

い。 

２～10 略 

 （個人の村民税に係る給与所得者の扶養親族申

告書 ） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定

により同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者（以下この条において「給与所得

者」という。）で村内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定

する給与等の支払者（以下この条において「給

与支払者」という。）から毎年最初に給与の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で定める

ところにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、村長に提出

しなければならない。 

 （１）及び（２） 略 

 

 

 る扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控

除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条

第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第

９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の

控除若しくは第34条の７第１項（同項第２号に

掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２条第

３項に規定する認定特定非営利活動法人及び同

条第４項に規定する特例認定特定非営利活動法

人に対するものを除く。第６項において同

じ。）に係る部分を除く。）及び第２項の規定

により控除すべき金額（以下この条において

「寄附金税額控除額」という。）の控除を受け

ようとするものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかった者」と

いう。）及び第24条第２項に規定する者（施行

規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に掲

げる者を除く。）については、この限りでな

い。 

２～10 略 

 （個人の村民税に係る給与所得者の扶養親族等

申告書） 

第36条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定

により同項に規定する申告書を提出しなければ

ならない者（以下この条において「給与所得

者」という。）で村内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定

する給与等の支払者（以下この条において「給

与支払者」という。）から毎年最初に給与の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で定める

ところにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、村長に提出

しなければならない。 

 （１）及び（２） 略 

 （３） 当該給与所得者が単身児童扶養者に該

当する場合には、その旨 
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 （３） 略 

２～５ 略 

 （個人の村民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族申告書 ） 

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者又は法の施行地において同項に

規定する公的年金等（所得税法第203条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項に

おいて「公的年金等」という。）の支払を受け

る者であつて、扶養親族（控除対象扶養親族を

除く。）を有する者             

    （以下この条において「公的年金等受給

者」という。）で村内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第

203条の６第１項に規定する公的年金等の支払

者（以下この条において「公的年金等支払者」

という。）から毎年最初に公的年金等の支払を

受ける日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該公的年金等支払者を経由して、村長に

提出しなければならない。 

 （１）及び（２） 略 

 

 

 （３） 略 

２～５ 略 

 （法人の村民税の申告納付） 

第48条 略 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは

事業所を有する法人（以下この条において「内

国法人」という。）が、租税特別措置法第66条

の７第５項及び第11項又は第68条の91第４項及

び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第

321条の８第24項及び令第48条の12の２に規定 

 （４） 略 

２～５ 略 

 （個人の村民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書） 

第36条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者又は法の施行地において同項に

規定する公的年金等（所得税法第203条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項に

おいて「公的年金等」という。）の支払を受け

る者であつて、扶養親族（控除対象扶養親族を

除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者で

ある者（以下この条において「公的年金等受給

者」という。）で村内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第

203条の６第１項に規定する公的年金等の支払

者（以下この条において「公的年金等支払者」

という。）から毎年最初に公的年金等の支払を

受ける日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該公的年金等支払者を経由して、村長に

提出しなければならない。 

 （１）及び（２） 略 

 （３） 当該公的年金等受給者が単身児童扶養

者に該当する場合には、その旨 

 （４） 略 

２～５ 略 

 （法人の村民税の申告納付） 

第48条 略 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは

事業所を有する法人（以下この条において「内

国法人」という。）が、租税特別措置法第66条

の７第４項及び第10項又は第68条の91第４項及

び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第

321条の８第24項及び令第48条の12の２に規定 
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 するところにより、控除すべき額を前項の規定

により申告納付すべき法人税割額から控除す

る。 

３～17 略 

 （固定資産税の納税義務者等） 

第54条 略 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋について

は、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋

補充課税台帳に所有者（建物の区分所有等に関

する法律（昭和37年法律第69号）第２条第３項

の専有部分の属する家屋（同法第４条第２項の

規定により共用部分とされた附属の建物を含

む。）については、当該家屋に係る同法第２条

第２項の区分所有者（以下「区分所有者」とい

う。）とする。以下固定資産税について同様と

する。）として登記又は登録がされている者を

いう。この場合において、所有者として登記又

は登録がされている個人が賦課期日前に死亡し

ているとき、若しくは所有者として登記又は登

録がされている法人が同日前に消滅していると

き、又は所有者として登記されている法第348

条第１項の者が同日前に所有者でなくなってい

るときは、同日において当該土地又は家屋を現

に所有している者をいう。 

３ 略 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火

災その他の事由により 不明である場合には   

   、その使用者を所有者とみなして、    

 固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産

税を課することができる。この場合において、

村は当該登録をしようとするときは、あらかじ

め、その旨を当該使用者に通知しなければなら

ない。 

５ 法第343条第５項に規定する探索を行つても

なお固定資産の所有者の存在が不明である場合 

 するところにより、控除すべき額を前項の規定

により申告納付すべき法人税割額から控除す

る。 

３～17 略 

 （固定資産税の納税義務者等） 

第54条 略 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋について

は、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋

補充課税台帳に所有者（建物の区分所有等に関

する法律（昭和37年法律第69号）第２条第３項

の専有部分の属する家屋（同法第４条第２項の

規定により共用部分とされた附属の建物を含

む。）については、当該家屋に係る同法第２条

第２項の区分所有者（以下「区分所有者」とい

う。）とする。以下固定資産税について同様と

する。）として登記又は登録されている 者を

いう。この場合において、所有者として登記又

は登録されている 個人が賦課期日前に死亡し

ているとき、若しくは所有者として登記又は登

録されている 法人が同日前に消滅していると

き、又は所有者として登記されている法第348

条第１項の者が同日前に所有者でなくなってい

るときは、同日において当該土地又は家屋を現

に所有している者をいう。 

３ 略 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火

災その他の事由によって不明である場合におい

ては、その使用者を所有者とみなして、これを

固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産

税を課する      。          
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 （前項に規定する場合を除く。）には、その使

用者を所有者とみなして、固定資産税台帳に登

録し、その者に固定資産税を課すことができ

る。この場合において、村は、当該登録をしよ

うとするときは、あらかじめ、その旨を当該使

用者に通知しなければならない。 

６ 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）に

よる土地区画整理事業（密集市街地における防

災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法

律第49号）第46条第１項の規定により土地区画

整理法の規定が適用される密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律第45条第１

項第１号の事業を含む。以下この項において同

じ。）又は土地改良法（昭和24年法律第195

号）による土地改良事業の施行に係る土地につ

いては、法令若しくは規約等の定めるところに

より 仮換地、一時利用地その他の仮に使用

し、若しくは収益することができる土地（以下

この項において「仮換地等」と総称する。）の

指定があった場合又は土地区画整理法による土

地区画整理事業の施行者が同法第100条の２

（密集市街地における防災街区の整備の促進に

関する法律第46条第１項において適用する場合

を含む。）の規定により 管理する土地で当該

施行者以外の者が仮に使用するもの（以下この

項において「仮使用地」という。）がある場合

には   、当該仮換地等又は仮使用地につい

て使用し、又は収益することができることと

なった日から換地処分の公告がある日又は換地

計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地

等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土

地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有

者として登記又は登録がされている者をもっ

て、仮使用地にあっては土地区画整理法による

土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使 

 

 

 

 

 

 

５ 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）に

よる土地区画整理事業（密集市街地における防

災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法

律第49号）第46条第１項の規定により土地区画

整理法の規定が適用される密集市街地における

防災街区の整備の促進に関する法律第45条第１

項第１号の事業を含む。以下この項において同

じ。）又は土地改良法（昭和24年法律第195

号）による土地改良事業の施行に係る土地につ

いては、法令若しくは規約等の定めるところに

よって仮換地、一時利用地その他の仮に使用

し、若しくは収益することができる土地（以下

この項において「仮換地等」と総称する。）の

指定があった場合又は土地区画整理法による土

地区画整理事業の施行者が同法第100条の２

（密集市街地における防災街区の整備の促進に

関する法律第46条第１項において適用する場合

を含む。）の規定によって管理する土地で当該

施行者以外の者が仮に使用するもの（以下この

項において「仮使用地」という。）がある場合

においては、当該仮換地等又は仮使用地につい

て使用し、又は収益することができることと

なった日から換地処分の公告がある日又は換地

計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地

等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土

地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有

者として登記又は登録されている 者をもっ

て、仮使用地にあっては土地区画整理法による

土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使 
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 用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使

用地に係る第１項の所有者とみなし、換地処分

の公告があった日又は換地計画の認可の公告が

あった日から換地又は保留地を取得した者が登

記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として

登記される日までの間は、当該換地又は保留地

を取得した者をもって当該換地又は保留地に係

る同項の所有者とみなすことができる。 

７ 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第23

条第１項の規定により 使用する埋立地若しく

は干拓地（以下この項において「埋立地等」と

いう。）又は国が埋立て若しくは干拓により  

 造成する埋立地等（同法第42条第２項の規定に

よる竣工通知前の埋立地等に限る。以下この項

において同じ。）で工作物を設置し、その他土

地を使用する場合と同様の状態で使用されてい

るもの（埋立て又は干拓に関する工事に関して

使用されているものを除く。）については、こ

れらの埋立地等をもって土地とみなし、これら

の埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別

区、これらの組合、財産区及び合併特例区（以

下この項において「都道府県等」という。）以

外の者が同法第23条第１項の規定により 使用

する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用

する者をもって当該埋立地等に係る第１項の所

有者とみなし、都道府県等が同条第１項の規定

により 使用し、又は国が埋立て若しくは干拓

により 造成する埋立地等にあっては、都道府

県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国

以外の者に使用させている場合に限り、当該埋

立地等を使用する者（土地改良法第87条の２第

１項の規定により国又は都道府県が行う同項第

１号の事業により造成された埋立地等を使用す

る者で令第49条の３に規定するものを除く。）

をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者と 

 用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使

用地に係る第１項の所有者とみなし、換地処分

の公告があった日又は換地計画の認可の公告が

あった日から換地又は保留地を取得した者が登

記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として

登記される日までの間は、当該換地又は保留地

を取得した者をもって当該換地又は保留地に係

る同項の所有者とみなす       。 

６ 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第23

条第１項の規定によって使用する埋立地若しく

は干拓地（以下この項において「埋立地等」と

いう。）又は国が埋立て若しくは干拓によって

造成する埋立地等（同法第42条第２項の規定に

よる竣工通知前の埋立地等に限る。以下この項

において同じ。）で工作物を設置し、その他土

地を使用する場合と同様の状態で使用されてい

るもの（埋立て又は干拓に関する工事に関して

使用されているものを除く。）については、こ

れらの埋立地等をもって土地とみなし、これら

の埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別

区、これらの組合、財産区及び合併特例区（以

下この項において「都道府県等」という。）以

外の者が同法第23条第１項の規定によって使用

する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用

する者をもって当該埋立地等に係る第１項の所

有者とみなし、都道府県等が同条第１項の規定

によって使用し、又は国が埋立て若しくは干拓

によって造成する埋立地等にあっては、都道府

県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国

以外の者に使用させている場合に限り、当該埋

立地等を使用する者（土地改良法第87条の２第

１項の規定により国又は都道府県が行う同項第

１号の事業により造成された埋立地等を使用す

る者で令第49条の２に規定するものを除く。）

をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者と 
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 みなすことができる。 

８ 略 

 （固定資産税の課税基準） 

第61条 略 

２～８ 略 

９ 住宅用地（法第349条の３の２第１項に規定

する住宅用地をいう。以下この条及び第74条に

おいて同じ。）に対して課する固定資産税の課

税標準は、第１項から第６項まで及び法第349

条の３第11項の規定にかかわらず、当該住宅用

地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格

の３分の１の額とする。 

10 小規模住宅用地（法第349条の３の２第２項

に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項

において同じ。）に対して課する固定資産税の

課税標準は、第１項から第６項まで及び前項並

びに法第349条の３第11項の規定にかかわら

ず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課

税標準となるべき価格の６分の１の額とする。 

 （法第349条の３第27項等の条例で定める割

合） 

第61条の２ 法第349条の３第27項に規定する市

町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

２ 法第349条の３第28項に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

３ 法第349条の３第29項に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

 （現所有者の申告） 

第74条の３ 現所有者（法第384条の３に規定

する所有者をいう。以下この条及び次条におい

て同じ。）は、所有者であることを知つた日の

翌日から３月を経過した日までに次の各号に掲

げる事項を記載した申告書を村長に提出しなけ

ればならない。 

 （１） 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名 

 みなす      。 

７ 略 

 （固定資産税の課税基準） 

第61条 略 

２～８ 略 

９ 住宅用地（法第349条の３の２第１項に規定

する住宅用地をいう。以下この条及び第74条に

おいて同じ。）に対して課する固定資産税の課

税標準は、第１項から第６項まで及び法第349

条の３第12項の規定にかかわらず、当該住宅用

地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格

の３分の１の額とする。 

10 小規模住宅用地（法第349条の３の２第２項

に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項

において同じ。）に対して課する固定資産税の

課税標準は、第１項から第６項まで及び前項並

びに法第349条の３第12項の規定にかかわら

ず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課

税標準となるべき価格の６分の１の額とする。 

 （法第349条の３第28項等の条例で定める割

合） 

第61条の２ 法第349条の３第28項に規定する市

町村の条例で定める割合は、２分の１とする。 

２ 法第349条の３第29項に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

３ 法第349条の３第30項に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。 
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  又は名称、次号に規定する個人との関係及び

個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有していない者にあつては、住所、氏名

又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

 （２） 土地又は家屋の所有者として登記簿又

は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台

帳に登記又は登録がされている個人が死亡し

ている場合における当該個人の住所及び氏名 

 （３） その他村長が固定資産税の賦課徴収に

関し必要と認める事項 

 （固定資産に係る不申告に関する過料） 

第75条 固定資産の所有者（法第386条に規定す

る固定資産の所有者をいう。）が第74条若しく

は法第383条の規定により、又は現所有者が前

条の規定により申告すべき事項について正当な

事由がなくて申告をしなかった場合には   、

その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

２及び３ 略 

 （たばこ税の課税標準） 

第94条 略 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）

の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、

次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定

については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本

に換算するものとする。ただし、１本当たりの

重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算

定については、当該葉巻たばこの１本をもって

紙巻きたばこの0.7本に換算するものとする。 

           略           

３ 略 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこ（同項

ただし書に規定する葉巻たばこを除ぐ。）の重

量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は第３

項第１号に掲げる方法により同号に規定する加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （固定資産に係る不申告に関する過料） 

第75条 固定資産の所有者（法第386条に規定す

る固定資産の所有者をいう。）が第74条又は  

  法第383条の規定によって          

        申告すべき事項について正当な

事由がなくて申告をしなかった場合においては、

その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

２及び３ 略 

 （たばこ税の課税標準） 

第94条 略 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）

の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、

次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定

については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本

に換算するものとする。           

                      

                      

                     

           略           

３ 略 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこ    

                   の重

量を紙巻たばこの本数に換算する場合又は第３

項第１号に掲げる方法により同号に規定する加 
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 熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算す

る場合における計算は、売渡し等に係る製造た

ばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該製造

たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第

92条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、

その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方

法により行うものとする。 

５～10 略 

 （たばこ税の課税免除） 

第96条 略 

２ 前項（法第469条第１項第１号又は第２号に

係る部分に限る。）の規定は、卸売販売業者等

が、同条第１項第１号又は第２項に掲げる製造

たばこの売渡し又は消費等について、第98条第

１項又は第２項の規定による申告書に前項（法

第469条第１項第１号又は第２号に係る部分に

限る。）の適用を受けようとする製造たばこに

係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第16

条の２の３第１項に規定する書類を保存してい

る場合に限り、適用する。 

３ 第１項（法第469条第１項第３号又は第４号

に係る部分に限る。）の規定は、卸売販売業者

等が村長に施行規則第16条の２の３第２項に規

定する書類を提出している場合に限り、適用す

る。 

４ 略 

 （たばこ税の申告納付の手続） 

第98条 前条の規定によってたばこ税を申告納付

すべき者（以下この節において「申告納税者」

という。）は、毎月末日までに、前月の初日か

ら末日までの間における売渡し等に係る製造た

ばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数

（以下この節において「課税標準数量」とい

う。）及び当該課税標準数量に対するたばこ税

額、第96条第１項の規定により免除を受けよう 

 熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算す

る場合における計算は、売渡し等に係る製造た

ばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該製造

たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第

92条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、

その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方

法により行うものとする。 

５～10 略 

 （たばこ税の課税免除） 

第96条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項                   

           の規定は、卸売販売業者

等が村長に施行規則第16条の２の３   に規

定する書類を提出しない場合には、適用しな

い。 

３ 略 

 （たばこ税の申告納付の手続） 

第98条 前条の規定によってたばこ税を申告納付

すべき者（以下この節において「申告納税者」

という。）は、毎月末日までに、前月の初日か

ら末日までの間における売渡し等に係る製造た

ばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数

（以下この節において「課税標準数量」とい

う。）及び当該課税標準数量に対するたばこ税

額、第96条第１項の規定により免除を受けよう 
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 とする場合にあっては同項の適用を受けようと

する製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第

１項の規定により控除を受けようとする場合に

あっては同項の適用を受けようとするたばこ税

額その他必要な事項を記載した施行規則第34号

の２様式による申告書を村長に提出し、及びそ

の申告に係る税金を施行規則第34号の２の５様

式による納付書によって納付しなければならな

い。この場合において、当該申告書には、第96

条第３項に規定する書類及び次条第１項の返還

に係る製造たばこの品目ごとの数量についての

明細を記載した施行規則第16号の５様式による

書類を添付しなければならない。 

２～５ 略 

 （特別土地保有税の納税義務者等） 

第131条 略 

２～５ 略 

６ 第54条第７項の規定は、特別土地保有税につ

いて準用する。この場合において、同項中「当

該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋

立地等の使用の開始をもって土地の取得と、当

該埋立地等を使用する者」と、「第１項の所有

者」とあるのは「第131条第１項の土地の所有

者又は取得者」と、「同条第１項」とあるのは

「同法第23条第１項」と読み替えるものとす

る。 

   附 則 

 （延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 当分の間、第19条、第43条第２項、

第48条第５項、第50条第２項、第53条の12第２

項、第72条第２項、第98条第５項、第101条第

２項、第139条第２項（第140条の７において準

用する場合を含む。）及び第140条第２項（第

140条の７において準用する場合を含む。）に

規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び 

 とする場合にあっては同項の適用を受けようと

する製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第

１項の規定により控除を受けようとする場合に

あっては同項の適用を受けようとするたばこ税

額その他必要な事項を記載した施行規則第34号

の２様式による申告書を村長に提出し、及びそ

の申告に係る税金を施行規則第34号の２の５様

式による納付書によって納付しなければならな

い。この場合において、当該申告書には、第96

条第２項に規定する書類及び次条第１項の返還

に係る製造たばこの品目ごとの数量についての

明細を記載した施行規則第16号の５様式による

書類を添付しなければならない。 

２～５ 略 

 （特別土地保有税の納税義務者等） 

第131条 略 

２～５ 略 

６ 第54条第６項の規定は、特別土地保有税につ

いて準用する。この場合において、同項中「当

該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋

立地等の使用の開始をもって土地の取得と、当

該埋立地等を使用する者」と、「第１項の所有

者」とあるのは「第131条第１項の土地の所有

者又は取得者」と、「同条第１項」とあるのは

「同法第23条第１項」と読み替えるものとす

る。 

   附 則 

 （延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 当分の間、第19条、第43条第２項、

第48条第５項、第50条第２項、第53条の12第２

項、第72条第２項、第98条第５項、第101条第

２項、第139条第２項（第140条の７において準

用する場合を含む。）及び第140条第２項（第

140条の７において準用する場合を含む。）に

規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び 
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 年7.3パーセントの割合は、これらの規定にか

かわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均貸

付割合（租税特別措置法第93条第２項に規定に

する平均貸付割合をいう。次項において同

じ。）に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。以下この項において同じ。）が年7.3

パーセントの割合に満たない場合には、その年 

                       

      中においては、年14.6パーセントの

割合にあってはその年        におけ

る延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割

合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割

合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１

パーセントの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年7.3パーセン下の割合を超える場合

には、年7.3パーセント割合 ）とする。 

２ 当分の間、第52条第１項及び第４項に規定す

る延滞金の年7.3パーセントの割合は、これら

の規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年

0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3

パーセントの割合に満たない場合には、その年

中においては、その年        におけ

る当該加算した割合とする。 

 （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第

89号）第15条第１項（第１号に係る部分に限

る。）の規定により定められる商業手形の基準

割引率が年5.5パーセントを超えて定められる

日からその後年5.5パーセント以下に定められ

る日の前日までの期間（当該期間内に前条第２

項の規定により第52条第１項及び第４項に規定

する延滞金の割合を前条第２項に規定する加算

した割合とする年に含まれる期間がある場合に

は、当該期間を除く。以下この項において「特

例期間」という。）内（法人税法第75条の２第 

 年7.3パーセントの割合は、これらの規定にか

かわらず、各年の特例基準割合（当該年の前年

に   租税特別措置法第93条第２項の規定に

より告示された割合             

    に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。以下この条において同じ。）が年7.3

パーセントの割合に満たない場合には、その年

（以下この条において「特例基準割合適用年」

という。）中においては、年14.6パーセントの

割合にあっては当該特例基準割合適用年におけ

る特例基準割合に   年7.3パーセントの割

合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割

合にあっては当該特例基準割合に   年１

パーセントの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年7.3パーセントの割合を超える場合

には、年7.3パーセントの割合。）とする。 

２ 当分の間、第52条第１項及び第４項に規定す

る延滞金の年7.3パーセントの割合は、これら

の規定にかかわらず、特例基準割合適用年中   

                       

                       

  においては、当該特例基準割合適用年におけ

る特例基準割合と する。 

 （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の問、日本銀行法（平成９年法律第

89号）第15条第１項（第１号に係る部分に限

る。）の規定により定められる商業手形の基準

割引率が年5.5パーセントを超えて定められる

日からその後年5.5パーセント以下に定められ

る日の前日までの期間（当該期間内に前条第２

項の規定により第52条第１項及び第４項に規定

する延滞金の割合を前条第２項に規定する特例

基準割合とする年に含まれる期間がある場合に

は、当該期間を除く。以下この項において「特

例期間」という。）内（法人税法第75条の２第 
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 １項（同法第144条の８において準用する場合

を含む。）の規定により延長された法第321条

の８第１項に規定する申告書の提出期限又は法

人税法第81条の24第１項の規定により延長され

た法第321条の８第４項に規定する申告書の提

出期限が当該年5.5パーセント以下に定められ

る日以後に到来することとなる村民税に係る申

告基準日が特例期間内に到来する場合における

当該村民税に係る第52条の規定による延滞金に

あっては、当該年5.5パーセントを超えて定め

られる日から当該延長された申告書の提出期限

までの期間内）は、特例期間内にその申告基準

日の到来する村民税に係る第52条第１項及び第

４項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割

合は、これらの規定及び前条第２項の規定にか

かわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該

申告基準日における当該商業手形の基準割引率

のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の

割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数

を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割

合とを合計した割合（当該合計した割合が年

12.775パーセントの割合を超える場合には、年

12.775パーセントの割合）とする。 

２ 略 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第６条 平成30年度から令和４年度までの各年度

分の個人の村民税に限り、法附則第４条の４第

３項の規定に該当する場合における第34条の２

の規定による控除については、その者の選択に

より、同条中「同条第１項」とあるのは「同条

第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあ

るのは「まで並びに法附則第４条の４第３項の

規定により読み替えて適用される法第314条の

２第１項（第２号に係る部分に限る。）」とし 

 １項（同法第144条の８において準用する場合

を含む。）の規定により延長された法第321条

の８第１項に規定する申告書の提出期限又は法

人税法第81条の24第１項の規定により延長され

た法第321条の８第４項に規定する申告書の提

出期限が当該年5.5パーセント以下に定められ

る日以後に到来することとなる村民税に係る申

告基準日が特例期間内に到来する場合における

当該村民税に係る第52条の規定による延滞金に

あっては、当該年5.5パーセントを超えて定め

られる日から当該延長された申告書の提出期限

までの期間内）は、特例期間内にその申告基準

日の到来する村民税に係る第52条第１項及び第

４項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割

合は、これらの規定及び前条第２項の規定にか

かわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該

申告基準日における当該商業手形の基準割引率

のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の

割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数

を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割

合とを合計した割合（当該合計した割合が年

12.775パーセントの割合を超える場合には、年

12.775パーセントの割合）とする。 

２ 略 

 （特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第６条 平成30年度から平成34年度までの各年度

分の個人の村民税に限り、法附則第４条の４第

３項の規定に該当する場合における第34条の２

の規定による控除については、その者の選択に

より、同条中「同条第１項」とあるのは「同条

第１項（第２号を除く。）」と、「まで」とあ

るのは「まで並びに法附則第４条の４第３項の

規定により読み替えて適用される法第314条の

２第１項（第２号に係る部分に限る。）」とし 
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 て、同条の規定を適用することができる。 

第７条の３の２ 平成22年度から令和15年度まで

の各年度分の個人の村民税に限り、所得割の納

税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受

けた場合（居住年が平成11年から平成18年まで

又は平成21年から令和３年までの各年である場

合に限る。）において、前条第１項の規定の適

用を受けないときは、法附則第５条の４の２第

５項（同条第７項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に規定するところにより

控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の３

及び第34条の６の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。 

２ 略 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る村民税の

課税の特例） 

第８条 昭和57年度から令和６年度までの各年度

分の個人の村民税に限り、法附則第６条第４項

に規定する場合において、第36条の２第１項の

規定による申告書（その提出期限後において村

民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された第36条の

３第１項の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第

25条第１項に規定する事業所得の明細に関する

事項の記載があるとき（これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると村長が認めるときを含む。次項において同

じ。）は、当該事業所得に係る村民税の所得割

の額を免除する。 

２及び３ 略 

 （読替規定） 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２までの

規定の適用がある各年度分の固定資産税に限 

 て、同条の規定を適用することができる。 

第７条の３の２ 平成22年度から平成45年度まで

の各年度分の個人の村民税に限り、所得割の納

税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受

けた場合（居住年が平成11年から平成18年まで

又は平成21年から平成33年までの各年である場

合に限る。）において、前条第１項の規定の適

用を受けないときは、法附則第５条の４の２第

５項（同条第７項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に規定するところにより

控除すべき額を、当該納税義務者の第34条の３

及び第34条の６の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。 

２ 略 

 （肉用牛の売却による事業所得に係る村民税の

課税の特例） 

第８条 昭和57年度から平成33年度までの各年度

分の個人の村民税に限り、法附則第６条第４項

に規定する場合において、第36条の２第１項の

規定による申告書（その提出期限後において村

民税の納税通知書が送達される時までに提出さ

れたもの及びその時までに提出された第36条の

３第１項の確定申告書を含む。次項において同

じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第

25条第１項に規定する事業所得の明細に関する

事項の記載があるとき（これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由があ

ると村長が認めるときを含む。次項において同

じ。）は、当該事業所得に係る村民税の所得割

の額を免除する。 

２及び３ 略 

 （読替規定） 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２までの

規定の適用がある各年度分の固定資産税に限 
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 り、第61条第８項中「又は第349条の３の４か

ら第349条の５まで」とあるのは、「若しくは

第349条の３の４から第349条の５まで又は 附

則第15条から第15条の３の２まで」とする。 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合） 

第10条の２ 略 

 

 

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する市町村

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

３及び４ 略 

５ 法附則第15条第26項に規定する市町村の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

６ 法附則第15条第27項第１号に規定する市町村

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第15条第27項第２号に規定する市町村

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

８ 法附則第15条第27項第３号に規定する市町村

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第15条第28項第１号に規定する市町村

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

10 法附則第15条第28項第２号に規定する市町村

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

11 法附則第15条第30項第１号イに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

12 法附則第15条第30項第１号ロに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

 

 

 

13 法附則第15条第30項第１号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める 

 り、第61条第８項中「又は第349条の３の４か

ら第349条の５まで」とあるのは、「若しくは

第349条の３の４から第349条の５まで又は法附

則第15条から第15条の３の２まで」とする。 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合） 

第10条の２ 略 

２ 法附則第15条第２項第２号に規定する市町村

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

３ 法附則第15条第２項第６号に規定する市町村

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

４及び５ 略 

６ 法附則第15条第29項に規定する市町村の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

７ 法附則第15条第30項第１号に規定する市町村

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第15条第30項第２号に規定する市町村

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第15条第30項第３号に規定する市町村

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

10 法附則第15条第31項第１号に規定する市町村

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

11 法附則第15条第31項第２号に規定する市町村

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

12 法附則第15条第33項第１号イに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

13 法附則第15条第33項第１号ロに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

14 法附則第15条第33項第１号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

15 法附則第15条第33項第１号ニに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める 
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 割合は、３分の２とする。 

14 法附則第15条第30項第１号二に規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

15 法附則第15条第30項第２号イに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、４分の３とする。 

16 法附則第15条第30項第２号ロに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、４分の３とする。 

17 法附則第15条第30項第２号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、４分の３とする。 

18 法附則第15条第30項第３号イに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

19 法附則第15条第30項第３号ロに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

20 法附則第15条第30項第３号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

21 法附則第15条第34項に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 

 

22 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

23 法附則第15条第39項に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

24 法附則第15条第41項に規定する市町村の条例

で定める割合は、０とする。 

25 法附則第15条第47項に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

26 略 

 割合は、３分の２とする。 

16 法附則第15条第33項第１号ホに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、３分の２とする。 

17 法附則第15条第33項第２号イに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、４分の３とする。 

18 法附則第15条第33項第２号ロに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、４分の３とする。 

 

 

 

19 法附則第15条第33項第３号イに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

20 法附則第15条第33項第３号ロに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

21 法附則第15条第33項第３号ハに規定する設備

について同号に規定する市町村の条例で定める

割合は、２分の１とする。 

22 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

23 法附則第15条第40項に規定する市町村の条例

で定める割合は、５分の４とする。 

24 法附則第15条第44項に規定する市町村の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

25 法附則第15条第45項に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

26 法附則第15条第47項に規定する市町村の条例

で定める割合は、０とする。 

 

 

27 略 



― 39 ― 

 （土地に対して課する平成30年度から令和２年

度まで各年度分の固定資産税の特例に関する用

語の意義） 

第11条 略 

 （１）～（７） 略 

 （令和元年度又は令和２年度における土地の価

格の特例） 

第11条の２ 村の区域内の自然的及び社会的条件

からみて類似の利用価値を有すると認められる

地域において地価が下落し、かつ、村長が土地

の修正前の価格（法附則第17条の２第１項に規

定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の

固定資産税の課税標準とすることが固定資産税

の課税上著しく均衡を失すると認める場合にお

ける当該土地に対して課する固定資産税の課税

標準は、第61条の規定にかかわらず、令和元年

度分又は令和２年度分の固定資産税に限り、当

該土地の修正価格（法附則第17条の２第１項に

規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等

に登録されたものとする。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和元年

度適用土地又は令和元年度類似適用土地であっ

て、令和２年度分の固定資産税について前項の

規定の適用を受けないこととなるものに対して

課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第

61条の規定にかかわらず、修正された価格（法

附則第17条の２第２項に規定する修正された価

格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたも

のとする。 

 （宅地等に対して課する平成30年度から令和２

年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第12条 宅地等に係る平成30年度から令和２年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分 

 （土地に対して課する平成30年度から平成32年

度まで各年度分の固定資産税の特例に関する用

語の意義） 

第11条 略 

 （１）～（７） 略 

 （平成31年度又は平成32年度における土地の価

格の特例） 

第11条の２ 村の区域内の自然的及び社会的条件

からみて類似の利用価値を有すると認められる

地域において地価が下落し、かつ、村長が土地

の修正前の価格（法附則第17条の２第１項に規

定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の

固定資産税の課税標準とすることが固定資産税

の課税上著しく均衡を失すると認める場合にお

ける当該土地に対して課する固定資産税の課税

標準は、第61条の規定にかかわらず、平成31年

度分又は平成32年度分の固定資産税に限り、当

該土地の修正価格（法附則第17条の２第１項に

規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等

に登録されたものとする。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する平成31年

度適用土地又は平成31年度類似適用土地であっ

て、平成32年度分の固定資産税について前項の

規定の適用を受けないこととなるものに対して

課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第

61条の規定にかかわらず、修正された価格（法

附則第17条の２第２項に規定する修正された価

格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたも

のとする。 

 （宅地等に対して課する平成30年度から平成32

年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第12条 宅地等に係る平成30年度から平成32年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分 
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 の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３の２の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額。以下この条において同

じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した

額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税にっ

いて法第349条の３又は 附則第15条から第15

条の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額（以下「宅地等調整固定

資産税額」という。）を超える場合には、当該

宅地等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平

成30年度から令和２年度までの各年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に10分の６

を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は 附則

第15条から第15条の３までの規定の適用を受け

る商業地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額を超

える場合には、同項の規定にかかわらず、当該

固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平

成30年度から令和２年度までの各年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格に10分の２を 

 の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３の２の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額。以下この条において同

じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した

額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第349条の３又は法附則第15条から第15

条の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額（以下「宅地等調整固定

資産税額」という。）を超える場合には、当該

宅地等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平

成30年度から平成32年度までの各年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に10分の６

を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の３又は法附則

第15条から第15条の３までの規定の適用を受け

る商業地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額を超

える場合には、同項の規定にかかわらず、当該

固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平

成30年度から平成32年度までの各年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格に10分の２を 
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 乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３又は 附則第15

条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額に満たない場

合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資

産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成30年

度から令和２年度までの各年度分の固定資産税

の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第349条の３

又は 附則第15条から第15条の３までの規定の

適用を受ける商業地等であるときは、前年度分

の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が0.7を超えるものに係る平成30年度か

ら令和２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第

349条の３又は 附則第15条から第15条の３ま

での規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額とする。 

 乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定

資産税について法第349条の３又は法附則第15

条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額に満たない場

合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資

産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が0.6以上0.7以下のものに係る平成30年

度から平成32年度までの各年度分の固定資産税

の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当

該年度分の固定資産税について法第349条の３

又は法附則第15条から第15条の３までの規定の

適用を受ける商業地等であるときは、前年度分

の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が0.7を超えるものに係る平成30年度か

ら平成32年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第

349条の３又は法附則第15条から第15条の３ま

での規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額とする。 
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 （農地に対して課する平成30年度から令和２年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第13条 農地に係る平成30年度から令和２年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度

分の固定資産税について法第349条の３又は附

則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける農地であるときは、当該課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該

農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水

準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整

率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額（以下「農地調整固定

資産税額」という。）を超える場合には、当該

農地調整固定資産税額とする。 

           略           

 （特別土地保有税の課税の停止） 

第15条 附則第12条第１項から第５項までの規定

の適用がある宅地等（附則第11条第２号に掲げ

る宅地等をいうものとし、法第349条の３、第

349条の３の２又は 附則第15条から第15条の

３までの規定の適用がある宅地等を除く。）に

対して課する平成30年度から令和２年度までの

各年度分の特別土地保有税については、第137

条第１号及び第140条の５中「当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格」とあるの

は、「当該年度分の固定資産税に係る附則第12

条第１項から第５項までに規定する課税標準と

なるべき額」とする。 

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価

土地の取得のうち平成18年１月１日から令和３

年３月31日までの間にされたものに対して課す 

 （農地に対して課する平成30年度から平成32年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第13条 農地に係る平成30年度から平成32年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度

分の固定資産税について法第349条の３又は法

附則第15条から第15条の３までの規定の適用を

受ける農地であるときは、当該課税標準額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当

該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担

水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調

整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額（以下「農地調整固

定資産税額」という。）を超える場合には、当

該農地調整固定資産税額とする。 

           略           

 （特別土地保有税の課税の停止） 

第15条 附則第12条第１項から第５項までの規定

の適用がある宅地等（附則第11条第２号に掲げ

る宅地等をいうものとし、法第349条の３、第

349条の３の２又は法附則第15条から第15条の

３までの規定の適用がある宅地等を除く。）に

対して課する平成30年度から平成32年度までの

各年度分の特別土地保有税については、第137

条第１号及び第140条の５中「当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格」とあるの

は、「当該年度分の固定資産税に係る附則第12

条第１項から第５項までに規定する課税標準と

なるべき額」とする。 

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価

土地の取得のうち平成18年１月１日から平成33

年３月31日までの間にされたものに対して課す 
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 る特別土地保有税については、第137条第２号

中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」

とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべ

き価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用

がないものとした場合における課税標準となる

べき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た

額」とし、「令第54条の38第１項に規定する価

格」とあるのは「令第54条の38第１項に規定す

る価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用

がないものとした場合における価格をいう。）

に２分の１を乗じて得た額」とする。 

３～５ 略 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第15条の２ 法第451条第１項第１号（同条第４

項において準用する場合を含む。）に掲げる３

輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下

この条において同じ。）に対しては、当該３輪

以上の軽自動車の取得が令和元年10月１日から

令和２年９月30日までの間（附則第15条の６第

３項において「特定期間」という。）に行われ

たときに限り、第80条第１項の規定にかかわら

ず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

 （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 略 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げ

る３輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の

適用については、当該軽自動車が平成31年４月

１日から令和２年３年31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には令和２年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和２

年４月１日から令和３年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には令和３年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 る特別土地保有税については、第137条第２号

中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」

とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべ

き価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用

がないものとした場合における課税標準となる

べき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た

額」とし、「令第54条の38第１項に規定する価

格」とあるのは「令第54条の38第１項に規定す

る価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用

がないものとした場合における価格をいう。）

に２分の１を乗じて得た額」とする。 

３～５ 略 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第15条の２ 法第451条第１項第１号（同条第４

項において準用する場合を含む。）に掲げる３

輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下

この条において同じ。）に対しては、当該３輪

以上の軽自動車の取得が平成31年10月１日から

平成32年９月30日までの間（附則第15条の６第

３項において「特定期間」という。）に行われ

たときに限り、第80条第１項の規定にかかわら

ず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

 （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第16条 略 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げ

る３輪以上の軽自動車に対する第82条の規定の

適用については、当該軽自動車が平成31年４月

１日から平成32年３月31日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には平成32年度分の軽自

動車税の種別割に限り、当該軽自動車が平成32

年４月１日から平成33年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には平成33年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
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           略           

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げ

る法第446条第１項第３号に規定するガソリン

軽自動車（以下この項及び次項において「ガソ

リン軽自動車」という。）のうち３輪以上のも

のに対する第82条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から令

和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種

別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和２年

４月１日から令和３年３月31日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には令和３年度分の

軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

           略           

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げ

るガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの（前

項の規定の適用を受けるものを除く。）に対す

る第82条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限

り、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日

から令和３年３月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には令和３年度分の軽自動車

税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

           略           

 （長期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特

例） 

第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第31条第１項に規定する譲渡

所得を有する場合には、当該譲渡所得について 

           略           

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げ

る法第446条第１項第３号に規定するガソリン

軽自動車（以下この項及び次項において「ガソ

リン軽自動車」という。）のうち３輪以上のも

のに対する第82条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が平成31年４月１日から平

成32年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成32年度分の軽自動車税の種

別割に限り、当該ガソリン軽自動車が平成32年

４月１日から平成33年３月31日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には平成33年度分の

軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

           略           

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げ

るガソリン軽自動車のうち３輪以上のもの（前

項の規定の適用を受けるものを除く。）に対す

る第82条の規定の適用については、当該ガソリ

ン軽自動車が平成31年４月１日から平成32年３

月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には平成32年度分の軽自動車税の種別割に限

り、当該ガソリン軽自動車が平成32年４月１日

から平成33年３月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には平成33年度分の軽自動車

税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 

           略           

 （長期譲渡所得に係る個人の村民税の課税の特

例） 

第17条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第31条第１項に規定する譲渡

所得を有する場合には、当該譲渡所得について 
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 は、第33条及び第34条の３の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得

の金額に対し、長期譲渡所得の金額（同法第33

条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、

第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条

第１項、第35条の２第１項、第35条の３第１項

又は第36条の規定に該当する場合には、これら

の規定の適用により同法第31条第１項に規定す

る長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額とし、これらの金額につき第３項第１

号の規定により読み替えて適用される第34条の

２の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額。以下「課税長期譲渡所得金額」とい

う。）の100分の３に相当する金額に相当する

村民税の所得割を課する。 

２及び３ 略 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る村民税の課税の特

例） 

第17条の２ 昭和63年度から令和５年度までの各

年度分の個人の村民税に限り、所得割の納税義

務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等（租税特別措置法第31条第

１項に規定する土地等をいう。以下この条にお

いて同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をい

う。以下この条において同じ。）をした場合に

おいて、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第34条の２第１項に規定する優良住宅

地等のための譲渡をいう。）に該当するときに

おける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の

規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項にお

いて同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する村民税の所得割の額は、前条第１項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する 

 は、第33条及び第34条の３の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得

の金額に対し、長期譲渡所得の金額（同法第33

条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、

第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条

第１項、第35条の２第１項           

 又は第36条の規定に該当する場合には、これら

の規定の適用により同法第31条第１項に規定す

る長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除

した金額とし、これらの金額につき第３項第１

号の規定により読み替えて適用される第34条の

２の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額。以下「課税長期譲渡所得金額」とい

う。）の100分の３に相当する金額に相当する

村民税の所得割を課する。 

２及び３ 略 

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る村民税の課税の特

例） 

第17条の２ 昭和63年度から平成32年度までの各

年度分の個人の村民税に限り、所得割の納税義

務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得

の基因となる土地等（租税特別措置法第31条第

１項に規定する土地等をいう。以下この条にお

いて同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をい

う。以下この条において同じ。）をした場合に

おいて、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡

（法附則第34条の２第１項に規定する優良住宅

地等のための譲渡をいう。）に該当するときに

おける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の

規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項にお

いて同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する村民税の所得割の額は、前条第１項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する 
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 額とする。 

 （１）及び（２） 略 

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和５年度ま

での各年度分の個人の村民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合に

おいて、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡（法附則第34条の２第５項に規定す

る確定優良住宅地等予定地のための譲渡をい

う。以下この項において同じ。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係

る課税長期譲渡所得金額に対して課する村民税

の所得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第34条の２第10項の規定

に該当することとなるときは、当該譲渡は確定

優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかった

ものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者

が、その有する土地等につき、租税特別措置法

第33条から第33条の４まで、第34条から第35条

の３まで、第36条の２、第36条の５、第37条、

第37条の４から第37条の６まで、第37条の８又

は第37条の９の規定の適用を受けるときは、当

該土地等の譲渡は、第１項に規定する優良住宅

地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良

住宅地等予定地のための譲渡に該当しないもの

とみなす。 

 （東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告等） 

第22条 法附則第56条第１項（同条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月31日（第54条第６項の規定により同項に規

定する仮換地等に係る同条第１項の所有者とみ 

 額とする。 

 （１）及び（２） 略 

２ 前項の規定は、昭和63年度から平成32年度ま

での各年度分の個人の村民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合に

おいて、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡（法附則第34条の２第５項に規定す

る確定優良住宅地等予定地のための譲渡をい

う。以下この項において同じ。）に該当すると

きにおける前条第１項に規定する譲渡所得に係

る課税長期譲渡所得金額に対して課する村民税

の所得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第34条の２第10項の規定

に該当することとなるときは、当該譲渡は確定

優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかった

ものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者

が、その有する土地等につき、租税特別措置法

第33条から第33条の４まで、第34条から第35条

の２まで、第36条の２、第36条の５、第37条、

第37条の４から第37条の６まで、第37条の８又

は第37条の９の規定の適用を受けるときは、当

該土地等の譲渡は、第１項に規定する優良住宅

地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良

住宅地等予定地のための譲渡に該当しないもの

とみなす。 

 （東日本大震災に係る固定資産税の特例の適用

を受けようとする者がすべき申告等） 

第22条 法附則第56条第１項（同条第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定の適用を受け

ようとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月31日（第54条第５項の規定により同項に規

定する仮換地等に係る同条第１項の所有者とみ 
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 なされた者が当該仮換地等について法附則第56

条第６項（同条第７項において準用する場合を

含む。）の規定により読み替えて適用される同

条第１項の規定の適用を受けようとする場合に

あっては、１月31日）までに次に掲げる事項を

記載した申告書を村長に提出しなければならな

い。 

 （１）～（４） 略 

２ 法附則第56条第１項（同条第２項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受ける土

地に係る平成24年度から令和３年度までの各年

度分の固定資産税については、第74条の規定は

適用しない。 

３及び４ 略 

 （個人の村民税の税率の特例等） 

第23条 平成26年度から令和５年度までの各年度

分の個人の村民税に限り、均等割の税率は、第

31条第１項の規定にかかわらず、同項に規定す

る額に500円を加算した額とする。 

 なされた者が当該仮換地等について法附則第56

条第６項（同条第７項において準用する場合を

含む。）の規定により読み替えて適用される同

条第１項の規定の適用を受けようとする場合に

あっては、１月31日）までに次に掲げる事項を

記載した申告書を村長に提出しなければならな

い。 

 （１）～（４） 略 

２ 法附則第56条第１項（同条第２項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受ける土

地に係る平成24年度から平成33年度までの各年

度分の固定資産税については、第74条の規定は

適用しない。 

３及び４ 略 

 （個人の村民税の税率の特例等） 

第23条 平成26年度から平成35年度までの各年度

分の個人の村民税に限り、均等割の税率は、第

31条第１項の規定にかかわらず、同項に規定す

る額に500円を加算した額とする。 

備考 

１ 現行の欄中下線が引かれた部分（以下「現行部分」という。）に対応する改正後（案）の欄中下

線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該現行部分を改正後部分に

改める。 

２ 改正後部分に対応する現行部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

３ 現行部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正後部分を削る。 

４ 条名等を「～」で結んでいる場合には、これらの条名等又はこれらの条名等及びこれらの条名等

の間にある全ての条名等を順次示したものとする。 

 

第２条 今帰仁村税条例の一部を次のように改正する。 

改正後（案） 現行 

 （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入

金に係る延滞金） 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、

第46条、第46条の２若しくは第46条の５（第53 

 （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入

金に係る延滞金） 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、

第46条、第46条の２若しくは第46条の５（第53 
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 条の７の２において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第47条の４第１項

（第47条の５第３項において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。）、第48条第１

項（法第321条の８第34項及び第35項の申告書

に係る部分を除く。）、第53条の７、第67条、

第81条の６第１項、第83条第２項、第98条第１

項若しくは第２項、第102条第２項、第105条、

第139条第１項又は第145条第３項に規定する納

期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入

する場合には   、当該税額又は納入金額に

その納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限とする。以下第１号、第２

号及び第５号において同じ。）の翌日から納付

又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6

パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応

じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに

第５号及び第６号に定める日までの期間につい

ては、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納付書

によって納付し、又は納入書によって納入しな

ければならない。 

 （１） 第40条、第46条、第46条の２若しくは

第46条の５、第47条の４第１項、第53条の７、

第67条、第83条第２項、第102条第２項、第105

条又は第145条第３項の納期限後に納付し、又

は納入する税額 当該納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間 

 （２）及び（３） 略 

 （４） 法第601条第３項若しくは第４項（こ

れらの規定を法第602条第２項及び第603条の２

の２第２項において準用する場合を含む。）、

第603条第３項又は第603条の２第５項の規定に

より 徴収を猶予した税額 当該猶予した期間

又は当該猶予した期間の末日の翌日から１月を 

 条の７の２において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第47条の４第１項

（第47条の５第３項において準用する場合を含

む。以下この条において同じ。）、第48条第１

項（法第321条の８第22項及び第23項の申告書

に係る部分を除く。）、第53条の７、第67条、

第81条の６第１項、第83条第２項、第98条第１

項若しくは第２項、第102条第２項、第105条又

は第139条第１項       に規定する納

期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入

する場合においては、当該税額又は納入金額に

その納期限（納期限の延長があったときは、そ

の延長された納期限とする。以下第１号、第２

号及び第５号において同じ。）の翌日から納付

又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6

パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応

じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに

第５号及び第６号に定める日までの期間につい

ては、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算

した金額に相当する延滞金額を加算して納付書

によって納付し、又は納入書によって納入しな

ければならない。 

 （１） 第40条、第46条、第46条の２若しくは

第46条の５、第47条の４第１項、第53条の７、

第67条、第83条第２項、第102条第２項又は第

105条       の納期限後に納付し、又

は納入する税額 当該納期限の翌日から１月を

経過する日までの期間 

 （２）及び（３） 略 

 （４） 法第601条第３項若しくは第４項（こ

れらの規定を法第602条第２項及び第603条の２

の２第２項において準用する場合を含む。）、

第603条第３項又は第603条の２第５項の規定に

よって徴収を猶予した税額 当該猶予した期間

又は当該猶予した期間の末日の翌日から１月を 
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 経過する日までの期間 

 （５） 第48条第１項の申告書（法第321条の

８第１項、第２項又は第31項    の規定に

よる申告書に限る。）に係る税額（次号に掲げ

るものを除く。）当該税額に係る納期限の翌日

から１月を経過する日 

 （６） 第48条第１項の申告書（法第321条の

８第34項及び第35項の申告書を除く。）でその

提出期限後に提出したものに係る税額 当該提

出した日又はその日の翌日から１月を経過する

日 

 （年当たりの割合の基礎となる日数） 

第20条 前条、第43条第２項、第48条第５項、第

50条第２項、第52条第１項     、第53条

の12第２項、第72条第２項、第98条第５項、第

101条第２項、第139条第２項並びに第140条第

２項の規定に定める延滞金の額の計算につきこ

れらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の

日を含む期間についても、365日当たりの割合

とする。 

 （村民税の納税義務者等） 

第23条 略 

２ 略 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人

の定めがあり、かつ、令第47条に規定する収益

事業（以下この項及び第31条第２項の表第１号

において「収益事業」という。）を行うもの

（当該社団又は財団で収益事業を廃止したもの

を含む。同号           において

「人格のない社団等」という。）又は法人課税

信託の引受けを行うものは、法人とみなして、

この節（第48条第９項から第16項までを除

く。）の規定中法人の村民税に関する規定を適

用する。 

 

 経過する日までの期間 

 （５） 第48条第１項の申告書（法第321条の

８第１項、第２項、第４項又は第19項の規定に

よる申告書に限る。）に係る税額（次号に掲げ

るものを除く。）当該税額に係る納期限の翌日

から１月を経過する日 

 （６） 第48条第１項の申告書（法第321条の

８第22項及び第23項の申告書を除く。）でその

提出期限後に提出したものに係る税額 当該提

出した日又はその日の翌日から１月を経過する

日 

 （年当たりの割合の基礎となる日数） 

第20条 前条、第43条第２項、第48条第５項、第

50条第２項、第52条第１項及び第４項、第53条

の12第２項、第72条第２項、第98条第５項、第

101条第２項、第139条第２項並びに第140条第

２項の規定に定める延滞金の額の計算につきこ

れらの規定に定める年当たりの割合は、閏年の

日を含む期間についても、365日当たりの割合

とする。 

 （村民税の納税義務者等） 

第23条 略 

２ 略 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人

の定めがあり、かつ、令第47条に規定する収益

事業                    

                を行うもの

（当該社団又は財団で収益事業を廃止したもの

を含む。第31条第２項の表の第１号において

「人格のない社団等」という。）又は法人課税

信託の引受けを行うものは、法人とみなして、

この節（第48条第10項から第12項までを除

く。）の規定中法人の村民税に関する規定を適

用する。 
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 （均等割りの税率） 

第31条 略 

２ 第23条第１項第３号又は第４号の者に対して

課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる

法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る額とする。 

法人の区分 税率 

１ 次に掲げる法人 

 ア 法人税法第２条第５

号の公共法人及び法第

294条第７項に規定す

る公益法人等のうち、

法第296条第１項の規

定により均等割を課す

ることができないもの

以外のもの（法人税法

別表第２に規定する独

立行政法人で収益事業

を行うものを除く。） 

 イ 人格のない社団等 

 ウ 一般社団法人（非営

利型法人（法人税法第

２条第９号の２に規定

する非営利型法人をい

う。以下この号におい

て同じ。）に該当する

ものを除く。）及び一

般財団法人（非営利型

法人に該当するものを

除く。） 

 エ 保険業法（平成７年

法律第105号）に規定

する相互会社以外の法

人で資本金の額又は出

資金の額を有しないも

の（アからウまでに掲

げる法人を除く。） 

 

年額 ５万円 

 （均等割りの税率） 

第31条 略 

２ 第23条第１項第３号又は第４号の者に対して

課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる

法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定め

る額とする。 

法人の区分 税率 

１ 次に掲げる法人 

 ア 法人税法第２条第５

号の公共法人及び法第

294条第７項に規定す

る公益法人等のうち、

法第296条第１項の規

定により均等割を課す

ることができないもの

以外のもの（法人税法

別表第２に規定する独

立行政法人で収益事業

を行うものを除く。） 

 イ 人格のない社団等 

 ウ 一般社団法人（非営

利型法人（法人税法第

２条第９号の２に規定

する非営利型法人をい

う。以下この号におい

て同じ。）に該当する

ものを除く。）及び一

般財団法人（非営利型

法人に該当するものを

除く。） 

 エ 保険業法（平成７年

法律第105号）に規定

する相互会社以外の法

人で資本金の額又は出

資金の額を有しないも

の（アからウまでに掲

げる法人を除く。） 

 

年額 ５万円 
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 オ 資本金等の額（法第

292条第１項第４号の

２に規定する資本金等

の額をいう。以下この

表及び第４項において

同じ。）を有する法人

（法人税法別表第２に

規定する独立行政法人

で収益事業を行わない

もの及びエに掲げる法

人を除く。以下この表

及び第４項において同

じ。）で資本金等の額

が1,000万円以下であ

るもののうち、村内に

有する事務所、事業所

又は寮等の従業者（俸

給、給料若しくは賞与

又はこれらの性質を有

する給与の支給を受け

ることとされる役員を

含む。）の数の合計数

（次号から第９号まで

において「従業者数の

合計数」という。）が

50人以下のもの 

 

 

略 

 

 

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額

に、法第312条第３項第１号の法人税額の課税

標準の算定期間、若しくは同項第２号の期間又

は同項第３号                

                       

  の期間中において事務所、事業所又は寮等を

有していた月数を乗じて得た額を12で除して算 

 

 オ 資本金等の額（法第

292条第１項第４号の

５に規定する資本金等

の額をいう。以下この

表及び第４項において

同じ。）を有する法人

（法人税法別表第２に

規定する独立行政法人

で収益事業を行わない

もの及びエに掲げる法

人を除く。以下この表

及び第４項において同

じ。）で資本金等の額

が1,000万円以下であ

るもののうち、村内に

有する事務所、事業所

又は寮等の従業者（俸

給、給料若しくは賞与

又はこれらの性質を有

する給与の支給を受け

ることとされる役員を

含む。）の数の合計数

（次号から第９号まで

において「従業者数の

合計数」という。）が

50人以下のもの 

 

 

略 

 

 

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額

に、法第312条第３項第１号の法人税額の課税

標準の算定期間、同項第２号の連結事業年度開

始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連

結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４

号の期間中において事務所、事業所又は寮等を

有していた月数を乗じて得た額を12で除して算 
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 定するものとする。この場合における月数は、

暦に従って計算し、１月に満たないときは１月

とし、１月に満たない端数を生じたときは切り

捨てる。 

４ 略 

 （法人の村民税の申告納付） 

第48条 村民税を申告納付する義務がある法人

は、法第321条の８第１項、第２項、第31項、

第34項及び第35項の規定による申告書（第９

項、第10項及び第12項において「納税申告書」

という。）を、同条第１項、第２項、第31項及

び第35項    の申告納付にあってはそれぞ

れこれらの規定による納期限までに、同条第34

項の申告納付にあっては遅滞なく村長に提出

し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後

段及び第２項後段の規定により提出があったも

のとみなされる申告書に係る税金を施行規則第

22号の４様式による納付書により納付しなけれ

ばならない。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは

事業所を有する法人（以下この条において「内

国法人」という。）が、租税特別措置法第66条

の７第４項及び第10項            

     の規定の適用を受ける場合には、法第

321条の８第36項及び令第48条の12の２に規定

するところにより、控除すべき額を前項の規定

により申告納付すべき法人税割額から控除す

る。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第66条の９の３

第３項及び第９項              

     の規定の適用を受ける場合には、法第

321条の８第37項及び令第48条の12の３に規定

するところにより、控除すべき額を第１項の規

定により申告納付すべき法人税割額から控除す

る。 

 定するものとする。この場合における月数は、

暦に従って計算し、１月に満たないときは１月

とし、１月に満たない端数を生じたときは切り

捨てる。 

４ 略 

 （法人の村民税の申告納付） 

第48条 村民税を申告納付する義務がある法人

は、法第321条の８第１項、第２項、第４項、

第19項、第22項及び第23項の規定による申告書

（第10項、第11項及び第13項において「納税申

告書」という。）を、同条第１項、第２項、第

４項、第19項及び第23項の申告納付にあっては

それぞれこれらの規定による納期限までに、同

条第22項の申告納付にあっては遅滞なく村長に

提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１

項後段及び第３項  の規定により提出があっ

たものとみなされる申告書に係る税金を施行規

則第22号の４様式による納付書により納付しな

ければならない。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは

事業所を有する法人（以下この条において「内

国法人」という。）が、租税特別措置法第66条

の７第５項及び第11項又は第68条の91第４項及

び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第

321条の８第24項及び令第48条の12の２に規定

するところにより、控除すべき額を前項の規定

により申告納付すべき法人税割額から控除す

る。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第66条の９の３

第４項及び第10項又は第68条の93の３第４項及

び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第

321条の８第25項及び令第48条の12の３に規定

するところにより、控除すべき額を第１項の規

定により申告納付すべき法人税割額から控除す

る。 
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４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を

課された場合には、法第321条の８第38項及び

令第48条の13に規定するところにより、控除す

べき額を第１項の規定により申告納付すべき法

人税割額から控除する。 

５ 法第321条の８第34項に規定する申告書（同

条第33項の規定による申告書を含む。以下この

項において同じ。）に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る同条第１項、第２項、又

は第31項   の納期限（納期限の延長があっ

たときは、その延長された納期限とする。第７

項第１号において同じ。）の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6

パーセント（申告書を提出した日（同条第35項

の規定の適用がある場合において、当該申告書

がその提出期限前に提出されたときは、当該提

出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日

から１月を経過する日までの期間については、

年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金を加算して施行規則第22号

の４様式による納付書により納付しなければな

らない。 

６ 前項の場合において、法人が法第321条の８

第１項、第２項、又は第31項   に規定する

申告書を提出した日（当該申告書がその提出期

限前に提出された場合には、当該申告書の提出

期限）の翌日から１年を経過する日後に同条第

34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽

その他不正の行為により村民税を免れた法人が

法第321条の11第１項又は第３項の規定による

更正があるべきことを予知して当該申告書を提

出した場合を除き、当該１年を経過する日の翌

日から当該申告書を提出した日（法第321条の

８第35項の規定の適用がある場合において、当

該申告書がその提出期限前に提出されたとき 

４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を

課された場合には、法第321条の８第26項及び

令第48条の13に規定するところにより、控除す

べき額を第１項の規定により申告納付すべき法

人税割額から控除する。 

５ 法第321条の８第22項に規定する申告書（同

条第21項の規定による申告書を含む。以下この

項において同じ。）に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る同条第１項、第２項、第

４項又は第19項の納期限（納期限の延長があっ

たときは、その延長された納期限とする。第７

項第１号において同じ。）の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6

パーセント（申告書を提出した日（同条第23項

の規定の適用がある場合において、当該申告書

がその提出期限前に提出されたときは、当該提

出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日

から１月を経過する日までの期間については、

年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金を加算して施行規則第22号

の４様式による納付書により納付しなければな

らない。 

６ 前項の場合において、法人が法第321条の８

第１項、第２項、第４項又は第19項に規定する

申告書を提出した日（当該申告書がその提出期

限前に提出された場合には、当該申告書の提出

期限）の翌日から１年を経過する日後に同条第

22項に規定する申告書を提出したときは、詐偽

その他不正の行為により村民税を免れた法人が

法第321条の11第１項又は第３項の規定による

更正があるべきことを予知して当該申告書を提

出した場合を除き、当該１年を経過する日の翌

日から当該申告書を提出した日（法第321条の

８第23項の規定の適用がある場合において、当

該申告書がその提出期限前に提出されたとき 
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 は、当該申告書の提出期限）までの期間は、延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

７ 第５項の場合において、法第321条の８第34

項に規定する申告書（以下この項において「修

正申告書」という。）の提出があったとき（当

該修正申告書に係る村民税について同条第１

項、第２項又は第31項    に規定する申告

書（以下この項において「当初申告書」とい

う。）が提出されており、かつ、当該当初申告

書の提出により納付すべき税額を減少させる更

正（これに類するものを含む。以下この項にお

いて「減額更正」という。）があった後に、当

該修正申告書が提出されたときに限る。）は、

当該修正申告書の提出により納付すべき税額

（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相

当する税額を含む。）に達するまでの部分に相

当する税額に限る。）については、前項の規定

にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不

正の行為により村民税を免れた法人が法第321

条の11第１項又は第３項の規定による更正があ

るべきことを予知して提出した修正申告書に係

る村民税又は令第48条の16の２第３項に規定す

る村民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控

除する。 

 （１） 略 

 （２） 当該減額更正の通知をした日（当該減

額更正が、更正の請求に基づくもの（法人税に

係る更正によるものを除く。）である場合又は

法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に

基づくものに限る。）によるものである場合に

は、当該減額更正の通知をした日の翌日から起

算して１年を経過する日）の翌日から当該修正

申告書を提出した日（法第321条の８第35項の

規定の適用がある場合において、当該修正申 

 は、当該申告書の提出期限）までの期間は、延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

７ 第５項の場合において、法第321条の８第22

項に規定する申告書（以下この項において「修

正申告書」という。）の提出があったとき（当

該修正申告書に係る村民税について同条第１

項、第２項、第４項又は第19項に規定する申告

書（以下この項において「当初申告書」とい

う。）が提出されており、かつ、当該当初申告

書の提出により納付すべき税額を減少させる更

正（これに類するものを含む。以下この項にお

いて「減額更正」という。）があった後に、当

該修正申告書が提出されたときに限る。）は、

当該修正申告書の提出により納付すべき税額

（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に相

当する税額を含む。）に達するまでの部分に相

当する税額に限る。）については、前項の規定

にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不

正の行為により村民税を免れた法人が法第321

条の11第１項又は第３項の規定による更正があ

るべきことを予知して提出した修正申告書に係

る村民税又は令第48条の16の２第３項に規定す

る村民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控

除する。 

 （１） 略 

 （２） 当該減額更正の通知をした日（当該減

額更正が、更正の請求に基づくもの（法人税に

係る更正によるものを除く。）である場合又は

法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に

基づくものに限る。）によるものである場合に

は、当該減額更正の通知をした日の翌日から起

算して１年を経過する日）の翌日から当該修正

申告書を提出した日（法第321条の８第23項の

規定の適用がある場合において、当該修正申 
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 告書がその提出期限前に提出されたときは、当

該修正申告書の提出期限）までの期間 

８ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 法第321条の８第52項に規定する特定法人で

ある内国法人は、第１項の規定により、納税申

告書により行うこととされている法人の村民税

の申告については、同項の規定にかかわらず、

同条第52項及び施行規則で定めるところによ

り、納税申告書に記載すべきものとされている

事項（次項及び第11項において「申告書記載事 

 告書がその提出期限前に提出されたときは、当

該修正申告書の提出期限）までの期間 

８ 略 

９ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人

税に係る申告書を提出する義務がある法人で同

法第81条の24第１項の規定の適用を受けている

ものが、同条第４項の規定の適用を受ける場合

には、当該法人及び当該法人との間に連結完全

支配関係（同法第２条第12号の７の７に規定す

る連結完全支配関係をいう。第50条第３項及び

第52条第４項において同じ。）がある連結子法

人（同法第２条第12号の７に規定する連結子法

人をいう。第50条第３項及び第52条第４項にお

いて同じ。）（連結申告法人（同法第２条第16

号に規定する連結申告法人をいう。第52条第４

項において同じ。）に限る。）については、同

法第81条の24第４項の規定の適用に係る当該申

告書に係る連結法人税額（法第321条の８第４

項に規定する連結法人税額をいう。以下この項

及び第52条第４項において同じ。）の課税標準

の算定期間（当該法人の連結事業年度に該当す

る期間に限る。第52条第４項において同じ。）

に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人

税額を課税標準として算定した法人税割額及び

これと併せて納付すべき均等割額については、

当該連結法人税額について法人税法第81条の24

第１項の規定の適用がないものとみなして、第

18条の２の規定を適用することができる。 

10 法第321条の８第42項に規定する特定法人で

ある内国法人は、第１項の規定により、納税申

告書により行うこととされている法人の村民税

の申告については、同項の規定にかかわらず、

同条第42項及び施行規則で定めるところによ

り、納税申告書に記載すべきものとされている

事項（次項及び第12項において「申告書記載事 
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 項」という。）を、法第762条第１号に規定す

る地方税関係手続用電子情報処理組織を使用

し、かつ、地方税共同機構（第11項において

「機構」という。）を経由して行う方法により

村長に提供することにより、行わなければなら

ない。 

10 略 

11 第９項の規定により行われた同項の申告は、

申告書記載事項が法第762条第１号の機構の使

用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に

備えられたファイルへの記録がされた時に同項

に規定する村長に到達したものとみなす。 

12 第９項の内国法人が、電気通信回線の故障、

災害その他の理由により地方税関係手続用電子

情報処理組織を使用することが困難であると認

められる場合で、かつ、同項の規定を適用しな

いで納税申告書を提出することができると認め

られる場合において、同項の規定を適用しない

で納税申告書を提出することについて村長の承

認を受けたときは、当該村長が指定する期間内

に行う同項の申告については、前３項の規定

は、適用しない。法人税法第75条の５第２項の

申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長

に提出した第９項の内国法人が、当該税務署長

の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分

を受けていない旨を記載した施行規則で定める

書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、

又は納税申告書に添付して当該提出期限まで 

に、村長に提出した場合における当該税務署長

が指定する期間内に行う同項の申告について

も、同様とする。 

13 略 

14 第12項の規定の適用を受けている内国法人

は、第９項の申告につき第12項の規定の適用を

受けることをやめようとするときは、その旨そ 

 項」という。）を、法第762条第１号に規定す

る地方税関係手続用電子情報処理組織を使用

し、かつ、地方税共同機構（第12項において

「機構」という。）を経由して行う方法により

村長に提供することにより、行わなければなら

ない。 

11 略 

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、

申告書記載事項が法第762条第１号の機構の使

用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）に

備えられたファイルへの記録がされた時に同項

に規定する村長に到達したものとみなす。 

13 第10項の内国法人が、電気通信回線の故障、

災害その他の理由により地方税関係手続用電子

情報処理組織を使用することが困難であると認

められる場合で、かつ、同項の規定を適用しな

いで納税申告書を提出することができると認め

られる場合において、同項の規定を適用しない

で納税申告書を提出することについて村長の承

認を受けたときは、当該村長が指定する期間内

に行う同項の申告については、前３項の規定

は、適用しない。法人税法第75条の４第２項の

申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長

に提出した第10項の内国法人が、当該税務署長

の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分

を受けていない旨を記載した施行規則で定める

書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、

又は納税申告書に添付して当該提出期限まで

に、村長に提出した場合における当該税務署長

が指定する期間内に行う同項の申告について

も、同様とする。 

14 略 

15 第13項の規定の適用を受けている内国法人

は、第10項の申告につき第13項の規定の適用を

受けることをやめようとするときは、その旨そ 
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 の他施行規則で定める事項を記載した届出書を

村長に提出しなければならない。 

15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法

人につき、法第321条の８第61項の処分又は前

項の届出書の提出があったときは、これらの処

分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第

12項前段の期間内に行う第９項の申告について

は、第12項前段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承

認を受けたときは、この限りでない。 

16 第12項後段の規定の適用を受けている内国法

人につき、第14項の届出書の提出又は法人税法

第75条の５第３項若しくは第６項       

                       

    の処分があったときは、これらの届出書

の提出又は処分があった日の翌日以後の第12項

後段の期間内に行う第９項の申告については、

第12項後段の規定は適用しない。ただし、当該

内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を

提出したときは、この限りでない。 

 （法人の村民税に係る不足税額の納付の手続） 

第50条 略 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第

321条の８第１項、第２項又は第31項      

 の納期限（同条第35項の申告納付に係る法人税

割に係る不足税額がある場合には、同条第１項

又は第２項    の納期限とし、納期限の延

長があった場合には、その延長された納期限と

する。第４項第１号において同じ。）の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6

パーセント（前項の納期限までの期間又は当該

納期限の翌日から１月を経過する日までの期間

については、年7.3パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算して

納付しなければならない。 

 の他施行規則で定める事項を記載した届出書を

村長に提出しなければならない。 

16 第13項前段の規定の適用を受けている内国法

人につき、法第321条の８第51項の処分又は前

項の届出書の提出があったときは、これらの処

分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第

13項前段の期間内に行う第10項の申告について

は、第13項前段の規定は適用しない。ただし、

当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承

認を受けたときは、この限りでない。 

17 第13項後段の規定の適用を受けている内国法

人につき、第15項の届出書の提出又は法人税法

第75条の４第３項若しくは第６項（同法第81条

の24の３第２項において準用する場合を含

む。）の処分があったときは、これらの届出書

の提出又は処分があった日の翌日以後の第13項

後段の期間内に行う第10項の申告については、

第13項後段の規定は適用しない。ただし、当該

内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を

提出したときは、この限りでない。 

 （法人の村民税に係る不足税額の納付の手続） 

第50条 略 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第

321条の８第１項、第２項、第４項又は第19項

の納期限（同条第23項の申告納付に係る法人税

割に係る不足税額がある場合には、同条第１

項、第２項又は第４項の納期限とし、納期限の

延長があった場合には、その延長された納期限

とする。第４項第１号において同じ。）の翌日

から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6

パーセント（前項の納期限までの期間又は当該

納期限の翌日から１月を経過する日までの期間

については、年7.3パーセント）の割合を乗じ

て計算した金額に相当する延滞金額を加算して

納付しなければならない。 
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３ 前項の場合において、法第321条の11第１項

又は第３項の規定による更正の通知をした日

が、法第321条の８第１項、第２項又は第31項 

     に規定する申告書を提出した日（当該

申告書がその提出期限前に提出された場合に

は、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を

経過する日後であるときは、詐偽その他不正の

行為により村民税を免れた場合を除き、当該１

年を経過する日の翌日から当該通知をした日

（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人

税に係る更正若しくは決定がされたこと    

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

            による更正に係るもの

にあっては、当該修正申告書を提出した日又は

国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした

日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる

期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増

加させる更正（これに類するものを含む。以下

この項において「増額更正」という。）があっ

たとき（当該増額更正に係る村民税について法

第321条の８第１項、第２項又は第31項     

  に規定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、か

つ、当該当初申告書の提出により納付すべき税

額を減少させる更正（これに類するものを含

む。以下この項において「減額更正」とい

う。）があった後に、当該増額更正があったと 

３ 前項の場合において、法第321条の11第１項

又は第３項の規定による更正の通知をした日

が、法第321条の８第１項、第２項、第４項又

は第19項に規定する申告書を提出した日（当該

申告書がその提出期限前に提出された場合に

は、当該申告書の提出期限）の翌日から１年を

経過する日後であるときは、詐偽その他不正の

行為により村民税を免れた場合を除き、当該１

年を経過する日の翌日から当該通知をした日

（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人

税に係る更正若しくは決定がされたこと（同条

第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべ

き法人が連結子法人の場合には、当該連結子法

人との間に連結完全支配関係がある連結親法人

（法人税法第２条第12号の６の７に規定する連

結親法人をいう。以下この項において同じ。）

若しくは連結完全支配関係があった連結親法人

が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人

税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項

第２号において同じ。）による更正に係るもの

にあっては、当該修正申告書を提出した日又は

国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした

日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる

期間から控除する。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増

加させる更正（これに類するものを含む。以下

この項において「増額更正」という。）があっ

たとき（当該増額更正に係る村民税について法

第321条の８第１項、第２項、第４項又は第19

項に規定する申告書（以下この項において「当

初申告書」という。）が提出されており、か

つ、当該当初申告書の提出により納付すべき税

額を減少させる更正（これに類するものを含

む。以下この項において「減額更正」とい

う。）があった後に、当該増額更正があったと 
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 きに限る。）は、当該増額更正により納付すべ

き税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の

額に相当する税額を含む。）に達するまでの部

分に相当する税額に限る。）については、前項

の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により村民税を免れた法人につ

いてされた当該増額更正により納付すべき村民

税又は令第48条の15の５第４項に規定する村民

税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）

を延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

 （１）及び（２） 略 

 （法人の村民税に係る納期限の延長の場合の延

滞金） 

第52条 略 

２及び３ 略 

 きに限る。）は、当該増額更正により納付すべ

き税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の

額に相当する税額を含む。）に達するまでの部

分に相当する税額に限る。）については、前項

の規定にかかわらず、次に掲げる期間（詐偽そ

の他不正の行為により村民税を免れた法人につ

いてされた当該増額更正により納付すべき村民

税又は令第48条の15の５第４項に規定する村民

税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）

を延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

 （１）及び（２） 略 

 （法人の村民税に係る納期限の延長の場合の延

滞金） 

第52条 略 

２及び３ 略 

４ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人

税に係る申告書を提出する義務がある法人で同

法第81条の24第１項の規定の適用を受けている

もの及び当該法人との間に連結完全支配関係が

ある連結子法人（連結申告法人に限る。）は、

当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算

定期間でその適用に係るものの連結所得（同法

第２条第18号の４に規定する連結所得をい

う。）に対する連結法人税額に係る個別帰属法

人税額を課税標準として算定した法人税割額及

びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する

場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課 

税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過

した日から同項の規定により延長された当該申

告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年

7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付しなければな

らない。 

５ 第48条第７項の規定は、前項の延滞金額につ 
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 （たばこ税の課税標準） 

第94条 略 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）

の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、

次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定

については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本 

 いて準用する。この場合において、同条第７項

中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により村民税を免れた

法人が法第321条の11第１項又は第３項の規定

による更正があるべきことを予知して提出した

修正申告書に係る村民税又は令第48条の16の２

第３項に規定する村民税にあっては、第１号に

掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当

初申告書の提出により納付すべき税額の納付が

あった日（その日が第52条第４項の連結法人税

額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月

を経過した日より前である場合には、同日）か

ら第52条第４項の申告書の提出期限までの期

間」と読み替えるものとする。 

６ 第50条第４項の規定は、第４項の延滞金額に

ついて準用する。この場合において、同条第４

項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期

間（詐偽その他不正の行為により村民税を免れ

た法人についてされた当該増額更正により納付

すべき村民税又は令第48条の15の５第４項に規

定する村民税にあっては、第１号に掲げる期間

に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の

提出により納付すべき税額の納付があった日

（その日が第52条第４項の連結法人税額の課税

標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過し

た日より前である場合には、同日）から同条第

４項の申告書の提出期限までの期間」と読み替

えるものとする。 

 （たばこ税の課税標準） 

第94条 略 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）

の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、

次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定

については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本 
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 に換算するものとする。ただし、１本当たりの

重量が１グラム 未満の葉巻たばこの本数の算

定については、当該葉巻たばこの１本をもつて

紙巻きたばこの１本 に換算するものとする。 

           略           

３～10 略 

   附 則 

 （延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 略 

２ 当分の間、第52条第１項     に規定す

る延滞金の年7.3パーセントの割合は、これら

の規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年

0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3

パーセントの割合に満たない場合には、その年

中においては、その年における当該加算した割

合とする。 

 に換算するものとする。ただし、１本当たりの

重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算

定については、当該葉巻たばこの１本をもつて

紙巻きたばこの0.7本に換算するものとする。 

           略           

３～10 略 

   附 則 

 （延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 略 

２ 当分の間、第52条第１項及び第４項に規定す

る延滞金の年7.3パーセントの割合は、これら

の規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年

0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3

パーセントの割合に満たない場合には、その年

中においては、その年における当該加算した割

合とする。 

備考 

１ 現行の欄中下線が引かれた部分（以下「現行部分」という。）に対応する改正後（案）の欄中下

線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該現行部分を改正後部分に

改める。 

２ 改正後部分に対応する現行部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

３ 現行部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正後部分を削る。 

４ 条名等を「～」で結んでいる場合には、これらの条名等又はこれらの条名等及びこれらの条名等

の間にある全ての条名等を順次示したものとする。 

 

 （今帰仁村税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第３条 今帰仁村税条例等の一部を改正する条例（平成31年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

改正後（案） 現行 

第３条 今帰仁村税条例（昭和47年条例第22号）

の一部を次のように改正する。 

 

 

 附則第16条第１項中「第４項」を「第５項」に

改め、同条に次の１項を加える。 

第３条 今帰仁村税条例（昭和47年条例第22号）

の一部を次のように改正する。第24条第１項第

２号中「又は寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶

養者」に改める。 

 附則第16条第１項中「第４項」を「第５項」に

改め、同条に次の１項を加える。 
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５ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げ

る３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用の

ものに対する第82条の規定の適用については、

当該軽自動車が令和３年４月１日から令和４年

３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該軽自動車が令和４年４月１日から令

和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種

別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

（後略） 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成31年４月１日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 （１） 第１条中今帰仁村税条例第34条の７の

改正規定並びに同条例附則第７条の４、第９

条及び第９条の２の改正規定並びに次条第２

項から第４項までの規定 令和元年６月１日 

 （２） 第２条（次号に掲げる改正規定を除

く。）及び附則第７条の規定 令和元年10月

１日 

 （３） 第２条中今帰仁村税条例第36条の２中

第９項を第10項とし、第８項を第９項とし、

第７項を第８項とし、第６項の次に１項を加

える改正規定並びに第36条の３の２、第36条

の３の３及び第36条の４第１項の改正規定並

びに附則第３条の規定 令和２年１月１日 

 （４） 削除 

 

 

 （５） 第３条               

５ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げ

る３輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用の

ものに対する第82条の規定の適用については、

当該軽自動車が平成33年４月１日から平成34年

３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成34年度分の軽自動車税の種別割に

限り、当該軽自動車が平成34年４月１日から平

成35年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成35年度分の軽自動車税の種

別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

（後略） 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成31年４月１日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

 （１） 第１条中今帰仁村税条例第34条の７の

改正規定並びに同条例附則第７条の４、第９

条及び第９条の２の改正規定並びに次条第２

項から第４項までの規定 平成31年６月１日 

 （２） 第２条（次号に掲げる改正規定を除

く。）及び附則第７条の規定 平成31年10月

１日 

 （３） 第２条中今帰仁村税条例第36条の２中

第９項を第10項とし、第８項を第９項とし、

第７項を第８項とし、第６項の次に１項を加

える改正規定並びに第36条の３の２、第36条

の３の３及び第36条の４第１項の改正規定並

びに附則第３条の規定 平成32年１月１日 

 （４） 第３条中今帰仁村税条例第24条の改正

規定及び附則第４条の規定 平成33年１月１

日 

 （５） 第３条（前号に掲げる改正規定を除 
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     及び附則第８条の規定 

  令和３年４月１日 

 （村民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の

規定による改正後の今帰仁村税条例（以下「新

条例」という。）の規定中個人の村民税に関す

る部分は、令和元年度以後の年度分の個人の村

民税について適用し、平成30年度分までの個人

の村民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第34条の７並びに附則第７条の４及び

第９条の２の規定は、令和２年度以後の年度分

の個人の村民税について適用し、令和元年度分

までの個人の村民税については、なお従前の例

による。 

３ 新条例第34条の７第１項及び附則第９条の２

の規定の適用については、令和２年度分の個人

の村民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 
  

第34条

の７第

１項 

特例控除対

象寄附金 

 

特例控除対象寄附金

又は同条第１項第１

号に掲げる寄附金

（令和元年６月１日

前に支出したものに

限る。） 

附則第

９条の

２ 

 

特例控除対

象寄附金 

特例控除対象寄附金

又は法第314条の７

第１項第１号に掲げ

る寄附金（令和元年

６月１日前に支出し

たものに限る。） 

送付 送付又は今帰仁村税

条例の一部を改正す

る条例（平成31年条

例第７号）附則第２

条第４項の規定によ 

  

  く。）及び附則第８条の規定 

  平成33年４月１日 

 （村民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の

規定による改正後の今帰仁村税条例（以下「新

条例」という。）の規定中個人の村民税に関す

る部分は、平成31年度以後の年度分の個人の村

民税について適用し、平成30年度分までの個人

の村民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第34条の７並びに附則第７条の４及び

第９条の２の規定は、平成32年度以後の年度分

の個人の村民税について適用し、平成31年度分

までの個人の村民税については、なお従前の例

による。 

３ 新条例第34条の７第１項及び附則第９条の２

の規定の適用については、平成32年度分の個人

の村民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ

同表の右欄に掲げる字句とする。 
  

第34条

の７第

１項 

特例控除対

象寄附金 

特例控除対象寄附金

又は同条第１項第１

号に掲げる寄附金

（平成31年６月１日

前に支出したものに

限る。） 

附則第

９条の

２ 

特例控除対

象寄附金 

特例控除対象寄附金

又は法第314条の７

第１項第１号に掲げ

る寄附金（平成31年

６月１日前に支出し

たものに限る。） 

送付 送付又は今帰仁村税

条例の一部を改正す

る条例（平成31年条

例第７号）附則第２

条第４項の規定によ 
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  りなお従前の例によ

ることとされる同条

例第１条の規定によ

る改正前の今帰仁村

税条例附則第９条第

３項の規定による同

条第１項に規定する

申告特例通知書の送

付 

 

４ 略 

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改

正後の今帰仁村税条例（次項及び第３項におい

て「２年新条例」という。）第36条の２第７項

の改正規定は、同号に掲げる規定の施行の日以

後に令和２年度以後の年度分の個人の村民税に

係る申告書を提出する場合について適用し、同

日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後

に令和元年度分までの個人の村民税に係る申告

書を提出する場合については、なお従前の例に

よる。 

２ ２年新条例第36条の３の２第１項（第３号に

係る部分に限る。）の規定は、附則第１条第３

号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受ける

べき今帰仁村税条例第36条の２第１項に規定す

る給与について提出す２年新条例第36条の３の

２第１項及び第２項に規定する申告書について

適用する。 

３ ２年新条例第36条の３の３第１項の規定は、

附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日以後

に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正す

る法律（平成31年法律第６号）第１条の規定に

よる改正後の所得税法（昭和40年法律第33号。

以下この項において「新所得税法」という。）

第203条６第１項に規定する公的年金等（新所 

  

  りなお従前の例によ

ることとされる同条

例第１条の規定によ

る改正前の今帰仁村

税条例附則第９条第

３項の規定による同

条第１項に規定する

申告特例通知書の送

付 

 

４ 略 

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改

正後の今帰仁村税条例（次項及び第３項におい

て「32年新条例」という。）第36条の２第７項

の改正規定は、同号に掲げる規定の施行の日以

後に平成32年度以後の年度分の個人の村民税に

係る申告書を提出する場合について適用し、同

日前に当該申告書を提出した場合及び同日以後

に平成31年度分までの個人の村民税に係る申告

書を提出する場合については、なお従前の例に

よる。 

２ 32年新条例第36条の３の２第１項（第３号に

係る部分に限る。）の規定は、附則第１条第３

号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受ける

べき今帰仁村税条例第36条の２第１項に規定す

る給与について提出する32年新条例第36条の３

の２第１項及び第２項に規定する申告書につい

て適用する。 

３ 32年新条例第36条の３の３第１項の規定は、

附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日以後

に支払を受けるべき所得税法等の一部を改正す

る法律（平成31年法律第６号）第１条の規定に

よる改正後の所得税法（昭和40年法律第33号。

以下この項において「新所得税法」という。）

第203条６第１項に規定する公的年金等（新所 
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 得税法第203条７の規定の適用を受けるものを

除く。）について提出する２年新条例第36条の

３の３第１項に規定する申告書について適用す

る。 

第４条 削除 

 

 

 

 

 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中固定資産税に関する部分

は、令和元年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用し、平成30年度分までの固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第６条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分

は、令和元年度分の軽自動車税について適用

し、平成30年度分までの軽自動車税について

は、なお従前の例による。 

第７条 別段の定めがあるものを除き、附則第１

条第２号に掲げる規定による改正後の今帰仁村

税条例（以下「元年10月新条例」という。）の

規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分

は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得さ

れた３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動

車税の環境性能割について適用する。 

２ 元年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割

に関する部分は、令和２年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用する。 

第８条 附則第１条第５号に掲げる規定による改

正後の今帰仁村税条例の規定は、令和３年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割について適用

し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割に

ついては、なお従前の例による。 

 得税法第203条７の規定の適用を受けるものを

除く。）について提出する32年新条例第36条の

３の３第１項に規定する申告書について適用す

る。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改

正後の今帰仁村税条例第24条第１項（第２号に

係る部分に限る。）の規定は、平成33年度以後

の年度分の個人の村民税について適用し、平成

32年度分までの個人の村民税については、なお

従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中固定資産税に関する部分

は、平成31年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用し、平成30年度分までの固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第６条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分

は、平成31年度分の軽自動車税について適用

し、平成30年度分までの軽自動車税について

は、なお従前の例による。 

第７条 別段の定めがあるものを除き、附則第１

条第２号に掲げる規定による改正後の今帰仁村

税条例（以下「31年10月新条例」という。）の

規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分

は、同号に掲げる規定の施行の日以後に取得さ

れた３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動

車税の環境性能割について適用する。 

２ 31年10月新条例の規定中軽自動車税の種別割

に関する部分は、平成32年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割について適用する。 

第８条 附則第１条第５号に掲げる規定による改

正後の今帰仁村税条例の規定は、平成33年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割について適用

し、平成32年度分までの軽自動車税の種別割に

ついては、なお従前の例による。  
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備考 

１ 現行の欄中下線が引かれた部分（以下「現行部分」という。）に対応する改正後（案）の欄中下

線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該現行部分を改正後部分に

改める。 

２ 改正後部分に対応する現行部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

３ 現行部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正後部分を削る。 

４ 条名等を「～」で結んでいる場合には、これらの条名等又はこれらの条名等及びこれらの条名等

の間にある全ての条名等を順次示したものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

 （１） 第１条中今帰仁村税条例第94条第２項にただし書を加える改正規定及び同条第４項の改正規定

並びに附則第６条の規定 令和２年10月１日 

 （２） 第１条中今帰仁村税条例第24条第１項第２号、第34条の２及び第36条の２第１項ただし書の改

正規定並びに同条例附則第３条の２、第４条第１項、第17条第１項及び第17条の２第３項の改正規定

並びに次条並びに附則第３条第２項及び第３項の規定 令和３年１月１日 

 （３） 第２条中今帰仁村税条例第94条第２項ただし書の改正規定及び附則第７条の規定 令和３年10

月１日 

 （４） 第２条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令和４年４月１日 

 （延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の今帰仁村税条例（以下「新条例」という。）附則第３条の２の規定

は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に

対応する延滞金については、なお従前の例による。 

 （村民税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の村民税に関する部分は、令和２年度以後の

年度分の個人の村民税について適用し、令和元年度分までの個人の村民税については、なお従前の例に

よる。 

２ 新条例第24条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第34条の２及び第36条の２第１項の規定は、令

和３年度以後の年度分の個人の村民税について適用し、令和２年度分までの個人の村民税については、

なお従前の例による。 

３ 令和３年度分の個人の村民税に係る申告書の提出に係る新条例第36条の２第１項の規定の適用につい

ては、同項ただし書中「地震保険料控除額」とあるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方

税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の法（以下「旧法」と
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いう。）第292条第１項第11号に規定する寡婦（旧法第314条の２第３項の規定に該当するものに限る。）

又は旧法第292条第１項第12号に規定する寡夫である第23条第１項第１号に掲げる者に係るものを除

く。）」とする。 

４ 新条例第36条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支払

を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書について適用

する。 

５ 新条例第36条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40年法律第33

号）第203条の６第１項に規定する公的年金等（同法第203条の７の規定の適用を受けるものを除く。）

について提出する新条例第36条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。 

第４条 附則１条第４号に掲げる規定による改正後の今帰仁村税条例の規定中法人の村民税に関する部分

は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この条において「４号施行日」という。）以後に開始する事業

年度（所得税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第８条）第３条の規定（同法附則第１条第５号

ロに掲げる改正規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和40年法律第34号。以下この条において

「４年旧法人税法」という。）第２条第12号の７に規定する連結子法人（次項において「連結子法人」

という。）の連結親法人事業年度（４年旧法人税法第15条の２第１項に規定する連結親法人事業年度を

いう。次項において同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の村民税について

適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に開始した事業

年度を含む。）分の法人の村民税及び４号施行日前に開始した連結事業年度（４年旧法人税法第15条の

２第１項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事業

年度が４号施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の村民税については、なお従前の例に

よる。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第５条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和２年度以後の年

度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第54条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度分

までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第54条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例第74条の３の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について

適用する。 

５ 平成30年４月１日から令和２年３月31日までの間に取得された地方税法等の一部を改正する法律（令

和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号。次項及び第７項に

おいて「旧法」という。）附則第15条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税につい

ては、なお従前の例による。 

６ 平成30年４月１日から令和２年３月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第33項に規定す
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る特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

７ 平成28年４月１日から令和２年３月31日までの間に新たに取得された旧法附則第15条第40項に規定す

る家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 （村たばこ税に関する経過措置） 

第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る

村たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る

村たばこ税については、なお従前の例による。 

 （今帰仁村税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第８条 今帰仁村税条例等の一部を改正する条例（平成30年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

  附則第１条第４号中「平成31年10月１日」を「令和元年10月１日」に改め、同条第５号中「平成32年

４月１日」を「令和２年４月１日」に改め、同条第６号中「平成32年10月１日」を「令和２年10月１日」

に改め、同条第７号中「平成33年１月１日」を「令和３年１月１日」に改め、同条第８号中「平成33年

10月１日」を「令和３年10月１日」に改め、同条第９号中「平成34年10月１日」を「令和４年10月１日」

に改める。 

  附則第２条第１項中「平成31年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中「平成33年度」を「令和

３年度」に、「平成32年度分」を「令和２年度分」に改める。 

  附則第７条中「平成31年９月30日」を「令和元年９月30日」に改める。 

  附則第９条第１項中「平成32年10月１日」を「令和２年10月１日」に改め、同条第２項中「平成32年

11月２日」を「令和２年11月２日」に改め、同条第３項中「平成33年３月31日」を「令和３年３月31日」

に改め、同条第４項及び第５項中「32年新条例」を「２年新条例」に改める。 

  附則第11条第１項中「平成33年10月１日」を「令和３年10月１日」に改め、同条第２項中「平成33年

11月１日」を「令和３年11月１日」に改め、同条第３項中「平成34年３月31日」を「令和４年３月31日」

に改め、同条第４項及び第５項中「33年新条例」を「３年新条例」に改める。 

 

 なお、詳細につきましては担当課長より説明いたします。 

○ 座間味 薫 議長 仲村美奈子住民課長。 

○ 仲村美奈子 住民課長 それでは先ほど提案のありました承認第１号の改正に伴う概要説明をさせて

いただきます。 

 今回１ページの第１条、それから29ページの第２条、45ページの第３条の３条仕立てで今帰仁村税条例

を改正しております。主な改正の概要でございますが、住民税の関係におきましては１ページ24行、非課

税の範囲の見直しを行っております。ひとり親を非課税措置の対象とする旨の条項でございます。それか

ら第34条の２で、ひとり親控除の創設を行います。生計を一にする子を有するひとり親については、法律

婚の有無や性別の差異にかかわらず、同一の要件によって同額の控除を受けられることになります。これ

につきましては、令和３年１月１日からの施行になりますので、令和３年度分以後の個人住民税に適用さ
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れるということになります。 

 固定資産税の関連では、５ページでございますが、４ページから引き続いて第54条の５です。５ページ

の下のほうになります。こちらもこれまでの固定資産税の課税の課題等を踏まえて、今回平成２年度の改

正では使用者を所有者とみなす制度の拡大を行います。これまで所有者が亡くなって次の所有者が明らか

にならない場合と、かなり課税等の支障が出ていたということもありまして、スムーズな土地の活用もで

きないという支障がありました。調査をしてもなお固定資産税の所有者が明らかにならないという場合な

どは、事前にその使用者に通知をした上で課税台帳に登録をして、固定資産税を課すことができる旨の整

備を行っております。これにつきましては、現に所有者として見受けられる方につきましては、あらかじ

め通知を行うことになります。 

 ９ページの第74条の３でございます。先ほど制度の拡大が行われる中で、現に所有をしている方の申告

の制度化を義務づけとさせていただく旨の改正でございます。相続の登記までの間、あるいはずっと長い

間現所有者から、現在所有している方へ名義等が変更にならないということも現状としては起きている状

況でありますが、それに氏名や住所等、固定資産税の賦課徴収に関して必要であるという村長の認める事

項を申告させることができるという税制上の根拠を設けることになりました。これにつきましては、平成

２年４月１日から調査等を行って、令和３年度分から課税に向けて努めるということになります。 

 たばこ税の関係でございますが、今回10ページから11ページにかけて、たばこ税の改正がございます。

軽量な葉巻たばこに係る紙巻きたばこへの本数の換算方法の見直しを行うこととしております。段階的に

行うために、今回10ページのほうで令和２年10月１日の施行分での改正、それから第２条のほうでは令和

３年10月１日から施行する分で、段階的に分けて２回換算方法の見直しを行います。 

 それから、15ページの下のほうですね。第８条で肉用牛の売却による事業所得に係る村民税の課税の特

例が、３年間の延長の改正がございました。 

 この後、条項の整備等が続いて25ページから26ページにかけての優良住宅地の造成等のために、土地等

を譲渡とした場合の長期譲渡所得に係る村民税についても３年間の延長が行われております。 

 29ページから始まる第２条におきましては、主に法律の改正に合わせた規定の整備等が行われておりま

す。ほとんどが令和４年４月１日からの施行となっております。 

 第45条から始まる第３条においての改正につきましては、平成31年度の条例第７号で一部改正を行った

分の元号の改正が行われている状況でございます。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 これから質疑を行います。質疑ありませんか。８番與那勝治議員。 

○ ８番 與那勝治 議員 承認第１号について質疑いたします。 

 今課長の説明を受けてでありますけれども、１ページの中で、ひとり親に対しての免除とかそういうの

がありました。これは今帰仁村だけの条例の改正になるのか。全国的なものなのか。そこの説明と、あと

免除された場合においての減収分、補填とかその辺もあるのかどうか伺います。 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午後１時42分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午後１時44分） 

 仲村美奈子住民課長。 
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○ 仲村美奈子 住民課長 ８番與那勝治議員の質疑についてご説明いたします。 

 今回のひとり親に対する税制上の措置等につきましては、全国的な動きの中での改正でございますので、

今帰仁村だけというわけではございません。全国的な制度になります。それから控除などを行って、その

減税に対する国の補填の件でございますけれども、この件につきましては補填があるという旨の連絡は受

けておりません。ただ、今回子供の貧困のことに国も大分力を入れている中で、ひとり親というふうに定

義を改正することで、これまで結婚、婚姻をしなくても子供を授かったシングルマザー、そしてシングル

ファーザーの皆さんも広く税制措置の適用を受けることになるということでございます。 

○ 座間味 薫 議長 ８番與那勝治議員。 

○ ８番 與那勝治 議員 今回、このひとり親の135万円以下ですか、それに該当するようなひとり親と

いうのは、村内にどのぐらい該当者がいるか。この辺把握されているかどうか、説明を求めます。 

○ 座間味 薫 議長 仲村美奈子住民課長。 

○ 仲村美奈子 住民課長 ただいまの質疑についてご説明申し上げます。 

 ちょっと私のほうで今人数の把握をしていない現状でありますが、135万円になる前に125万円という設

定もございましたので、その分広く村民の税制上拾うことができますので、増える見込みはございます。 

○ 座間味 薫 議長 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「質疑なし」と認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「討論なし」と認めます。 

 これから「承認第１号 専決処分の承認を求めることについて」を採決いたします。 

 お諮りします。 

 本件は、承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「異議なし」と認めます。 

 したがって「承認第１号 専決処分の承認を求めることについて」は、承認することに決定しました。 

 日程第７．「承認第２号 専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。謝花良竹副村長。 

○ 謝花良竹 副村長  

承認第２号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めます。 
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令和２年５月８日提出 

今帰仁村長 喜屋武 治樹 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、議会を招集する時間的余裕がないた

め、次のとおり専決処分する。 

 

   今帰仁村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 理 由 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）及び地方税法施行令の一部を改正する政令

（令和２年政令第109号）が令和２年３月31日に公布されたことに伴い、今帰仁村国民健康保険税条例

（昭和47年条例第46号）の一部を改正する必要があるが、同条例の改正について議会を招集する時間的

余裕がないため、地方自治法第179条第１項の規定により専決処分する。 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 3 1日 

今帰仁村長 喜屋武 治樹 

 

   今帰仁村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 （今帰仁村国民健康保険税条例の一部改正） 

第１条 今帰仁村国民健康保険税条例（昭和47年条例第46号）の一部を次のように改正する。 

改正後（案） 現行 

 （課税額） 

第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が63万円を超える場合においては、基礎課

税額は、63万円とする。 

３ （略） 

 （課税額） 

第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び世

帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が61万円を超える場合においては、基礎課

税額は、61万円とする。 

３ （略） 
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４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納

付金課税被保険者である世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護納

付金課税被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

17万円を超える場合においては、介護納付金課

税額は、17万円とする。 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第23条 次に掲げる国民健康保険税の納税義務者

に対して課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が63

万円を超える場合には、63万円）、同条第３項

本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が19万円を超える場合には、19万円）並び

に同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及

びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が17万円を超える場合には、17万円）

の合算額とする。 

 （１） （略） 

 （２） 法第703条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき28万

５千円を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について 8,750

円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護納

付金課税被保険者である世帯主（前条第２項の

世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護納

付金課税被保険者につき算定した所得割額及び

資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平

等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

16万円を超える場合においては、介護納付金課

税額は、16万円とする。 

 

 （国民健康保険税の減額） 

第23条 次に掲げる国民健康保険税の納税義務者

に対して課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が61

万円を超える場合には、61万円）、同条第３項

本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエ

に掲げる額を減額して得た額（当該減額して得

た額が19万円を超える場合には、19万円）並び

に同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及

びカに掲げる額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が16万円を超える場合には、16万円）

の合算額とする。 

 （１） （略） 

 （２） 法第703条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき28万

円  を加算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について 8,750

円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 
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  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 7,250円 

  （イ） 特定世帯 3,625円 

  （ウ） 特定継続世帯 5,438円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 3,750円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 3,250円 

  （イ） 特定世帯 1,625円 

  （ウ） 特定継続世帯 2,438円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 3,250円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について 2,000円 

 （３） 法第703条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき52万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前２号に該当する者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について 3,500

円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 7,250円 

  （イ） 特定世帯 3,625円 

  （ウ） 特定継続世帯 5,438円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 3,750円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 3,250円 

  （イ） 特定世帯 1,625円 

  （ウ） 特定継続世帯 2,438円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 3,250円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について 2,000円 

 （３） 法第703条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保

険者及び特定同一世帯所属者１人につき51万

円を加算した金額を超えない世帯に係る納税

義務者（前２号に該当する者を除く。） 

  ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険者

均等割額 被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について 3,500

円 

  イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別平

等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世 
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   帯 2,900円 

  （イ） 特定世帯 1,450円 

  （ウ） 特定継続世帯 2,175円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 1,500円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 1,300円 

  （イ） 特定世帯 650円 

  （ウ） 特定継続世帯 975円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 1,300円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について 800円 

 

   附 則 

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則

第34条第４項の譲渡所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法

（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若し

くは第２項、第34条第１項、第34条の２第１ 

   帯 2,900円 

  （イ） 特定世帯 1,450円 

  （ウ） 特定継続世帯 2,175円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の被保険者均等割額 被

保険者（第１条第２項に規定する世帯主を

除く。）１人について 1,500円 

  エ 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢

者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

  （ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 1,300円 

  （イ） 特定世帯 650円 

  （ウ） 特定継続世帯 975円 

  オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険者

均等割額 介護納付金課税被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人

について 1,300円 

  カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平

等割額 １世帯について 800円 

 

   附 則 

 （長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

４ 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の

被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則

第34条第４項の譲渡所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条及び第23条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林所得

金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法

（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若し

くは第２項、第34条第１項、第34条の２第１ 
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 項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条

の２第１項、第35条の３第１項又は第36条の規

定に該当する場合には、これらの規定の適用に

より同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得

の金額から控除する金額を控除した金額。以下

この項において「控除後の長期譲渡所得の金

額」という。）の合計額から法第314条の２第

２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長

期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第34条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額」と、第23条中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所

得の金額」とする。 

 （短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

５ 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第35条第５項の譲渡所得を有す

る場合について準用する。この場合において、

前項中「法附則第34条第４項」とあるのは「法

附則第35条第５項」と、「長期譲渡所得の金

額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、

「、第35条の２第１項、第35条の３第１項又は

第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31

条第１項」とあるのは「第32条第１項」と読み

替えるものとする。 

 項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35条

の２第１項         又は第36条の規

定に該当する場合には、これらの規定の適用に

より同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得

の金額から控除する金額を控除した金額。以下

この項において「控除後の長期譲渡所得の金

額」という。）の合計額から法第314条の２第

２項」と、「及び山林所得金額の合計額（」と

あるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長

期譲渡所得の金額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは

山林所得金額又は法附則第34条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額」と、第23条中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所

得の金額」とする。 

 （短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の

特例） 

５ 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯

所属者が法附則第35条第５項の譲渡所得を有す

る場合について準用する。この場合において、

前項中「法附則第34条第４項」とあるのは「法

附則第35条第５項」と、「長期譲渡所得の金

額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、

「、第35条の２第１項         又は

第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31

条第１項」とあるのは「第32条第１項」と読み

替えるものとする。 

備考 

１ 現行の欄中下線が引かれた部分（以下「現行部分」という。）に対応する改正後（案）の欄中下

線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該現行部分を改正後部分に

改める。 

２ 改正後部分に対応する現行部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 
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３ 現行部分に対応する改正後部分がない場合には、当該現行部分を削る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第４項及び第５項の改正規定は、土地基

本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第12号）附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日に属す

る年の翌年の１月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の今帰仁村国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の国民健康

保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 なお、詳細につきましては担当課長より説明いたします。 

○ 座間味 薫 議長 休憩します。 （休憩時刻 午後１時50分） 

○ 座間味 薫 議長 再開します。 （再開時刻 午後１時55分） 

 宮里 晃福祉保健課長。 

○ 宮里 晃 福祉保健課長 専決処分、今帰仁村国民健康保険税条例の一部を改正に対するご説明をい

たします。 

 まず今回の一部改正の内容につきましては、地方税の一部改正に伴う改正でございます。今帰仁村国民

健康保険税条例第２条第２項の基礎税額分、医療給付分の賦課限度額を61万円から63万円と引上げになり

ます。併せて保険税条例第２条第４項の介護納付金税額についても16万円から17万円の引上げになってお

ります。なお、後期高齢者支援金等課税分については、今回引上げはございません。次の税の改正につき

ましては、低所得者層に対する保険料の軽減措置の拡充になります。 

 ページをめくっていただきたいと思います。税条例第23条第２号中の５割軽減対象となる世帯の軽減判

定所得基準額の引上げについては28万円から28万5,000円に、そして２割軽減対象となる世帯の軽減判定

所得の基準額の引上げにつきましては、51万円を52万円に改めるものであります。いずれも被保険者の人

数に乗ずる基準額の引上げとなりますので、新旧対照表の説明につきましては割愛させていただきますの

で、お目通しお願いいたします。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「討論なし」と認めます。 

 これから「承認第２号 専決処分の承認を求めることについて」を採決いたします。 

 お諮りします。 
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 本件は、承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「異議なし」と認めます。 

 したがって「承認第２号 専決処分の承認を求めることについて」は、承認することに決定しました。 

 日程第８．「承認第３号 専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。謝花良竹副村長。 

○ 謝花良竹 副村長  

承認第３号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条

第３項の規定によりこれを報告し、承認を求めます。 

 

令和２年５月８日提出 

今帰仁村長 喜屋武 治樹 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、議会を招集する時間的余裕がないた

め、次のとおり専決処分する。 

 

今帰仁村税条例等の一部を改正する条例 

 

 理 由 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第26号）、地方税法施行令の一部を改正する政令

（令和２年政令第161号）、地方税法施行規則の一部を改正する省令（令和２年総務省令第49号）が令

和２年４月30日にそれぞれ公布されたことに伴い、今帰仁村税条例（昭和47年条例第22号）を改正する

必要があるが、同条例の改正について議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第179条第１

項の規定により専決処分する。 

 

令 和 ２ 年 ４ 月 3 0日 

今帰仁村長 喜屋武 治樹 
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   今帰仁村税条例の一部を改正する条例 

第１条 今帰仁村税条例（昭和47年条例第22号）の一部を次のように改正する。 

改正後（案） 現行 

   附 則 

 （読替規定） 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２まで、

第61条又は第62条の規定の適用がある各年度分

の固定資産税に限り、第61条第８項中「又は第

349条の３の４から第349条の５まで」とあるの

は、「若しくは第349条の３の４から第349条の

５まで又は附則第15条から第15条の３の２ま

で、第61条若しくは第62条」とする。 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合） 

第10条の２ 略 

２～26 略 

27 法附則第62条に規定する市町村の条例で定め

る割合は、０とする。 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第15条の２ 法第451条第１項第１号（同条第４ 

   附 則 

 （読替規定） 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２まで  

         の規定の適用がある各年度分

の固定資産税に限り、第61条第８項中「又は第

349条の３の４から第349条の５まで」とあるの

は、「若しくは第349条の３の４から第349条の

５まで又は附則第15条から第15条の３の２ま

で           」とする。 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合） 

第10条の２ 略 

２～26 略 

 

 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第15条の２ 法第451条第１項第１号（同条第４ 

 項において準用する場合を含む。）に掲げる３

輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下

この条において同じ。）に対しては、当該３輪

以上の軽自動車の取得が令和元年10月１日から

令和３年３月31日までの間（附則第15条の６第

３項において「特定期間」という。）に行われ

たときに限り、第80条第１項の規定にかかわら

ず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

 （個人の村民税の税率の特例等） 

第23条 略 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予

の特例に係る手続等） 

第24条 第９条第７項の規定は法附則第59条第３

項において準用する法第15条の２第８項に規定 

 項において準用する場合を含む。）に掲げる３

輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下

この条において同じ。）に対しては、当該３輪

以上の軽自動車の取得が令和元年10月１日から

令和２年９月30日までの間（附則第15条の６第

３項において「特定期間」という。）に行われ

たときに限り、第80条第１項の規定にかかわら

ず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

 （個人の村民税の税率の特例等） 

第23条 略 
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 する条例で定める期間について準用する。  

備考 

１ 現行の欄中下線が引かれた部分（以下「現行部分」という。）に対応する改正後（案）の欄中下

線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該現行部分を改正後部分に

改める。 

２ 改正後部分に対応する現行部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

３ 現行部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正後部分を削る。 

４ 条名等を「～」で結んでいる場合には、これらの条名等又はこれらの条名等及びこれらの条名等

の間にある全ての条名等を順次示したものとする。 

 

第２条 今帰仁村税条例の一部を次のように改正する。 

改正後（案） 現行 

   附 則 

 （読替規定） 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２まで、

第63条又は第64条の規定の適用がある各年度分

の固定資産税に限り、第61条第８項中「又は第

349条の３の４から第349条の５まで」とあるの

は、「若しくは第349条の３の４から第349条の

５まで又は附則第15条から第15条の３の２ま 

   附 則 

 （読替規定） 

第10条 法附則第15条から第15条の３の２まで、

第61条又は第62条の規定の適用がある各年度分

の固定資産税に限り、第61条第８項中「又は第

349条の３の４から第349条の５まで」とあるの

は、「若しくは第349条の３の４から第349条の

５まで又は附則第15条から第15条の３の２ま 

 で、第63条若しくは第64条」とする。 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合） 

第10条の２ 略 

２～26 略 

27 法附則第64条に規定する市町村の条例で定め

る割合は、０とする。 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予

の特例に係る手続等） 

第24条 略 

２ 略 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税

額控除の特例） 

第25条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイ 

 で、第61条若しくは第62条」とする。 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合） 

第10条の２ 略 

２～26 略 

27 法附則第62条に規定する市町村の条例で定め

る割合は、０とする。 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予

の特例に係る手続等） 

第24条 略 

２ 略 
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 ルス感染症等の影響に対応するための国税関係

法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第 

    号。次条において「新型コロナウイルス

感染症特例法」という。）第５条第４項に規定

する指定行事のうち、村長が指定するものの中

止若しくは延期又はその規模の縮小により生じ

た当該指定行事の入場料金、参加料金その他の

対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の

放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした

場合には、当該納税義務者がその放棄をした日

の属する年中に法附則第60条第４項に規定する

市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の７

第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものと

みなして、第34条の７の規定を適用する。 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入

金等特別税額控除の特例） 

第26条 所得割の納税義務者が前年分の所得税に

つき新型コロナウイルス感染症特例法第６条第

４項の規定の適用を受けた場合における附則第

７条の３の２第１項の規定の適用については、

同項中「令和15年度」とあるのは、「令和16年

度」とする。 

 

備考 

１ 現行の欄中下線が引かれた部分（以下「現行部分」という。）に対応する改正後（案）の欄中下

線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該現行部分を改正後部分に

改める。 

２ 改正後部分に対応する現行部分がない場合には、当該改正後部分を加える。 

３ 現行部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正後部分を削る。 

４ 条名等を「～」で結んでいる場合には、これらの条名等又はこれらの条名等及びこれらの条名等

の間にある全ての条名等を順次示したものとする。 

 

   附 則 

 この条例は、令和２年４月30日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年１月１日から施行す

る。 
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 なお、詳細につきましては担当課長より説明いたします。 

○ 座間味 薫 議長 仲村美奈子住民課長。 

○ 仲村美奈子 住民課長 それでは承認第３号についてのご説明を申し上げます。 

 今回、関係法令が去る４月30日に交付されたことに伴っての専決処分を行ったものでございます。１

ページの第１条、そして３ページからの第２条の２条仕立てで改正をしております。今回の改正の概要に

つきましては、新型コロナウイルスの感染症緊急経済対策の取組を行うための一つのもので、税制措置に

関する改正でございます。 

 第１条関係からご説明をいたします。まず、第10条で読替規定を設けてあります。加えられた第61条、

または第62条というふうに記載がされておりますが、これにつきましては地方税法の附則第61条を加える

ことで、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用の家屋に係る固定資産税が令和３年度分に限って軽

減措置が図られるという制度でございます。もう一つの第62条を加えることで、新型コロナウイルス感染

症の影響を受けながらも、新規に設備をして中小企業者が頑張るという姿勢を応援するための生産革命の

実現に向けた固定資産税の特例措置の支援を受けることができるようにするためのものです。この読替え

を加えることで、税制措置が図られることになります。ただ、第10条の２で27項を追記しております。新

規で入れております。こちらも先ほどご説明しました法附則第62条に規定するもので、市町村が条例で定

める割合を設定することになります。今回の本村の割合としては、ゼロということで設定をしました。第

15条の２は、軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の期間を６月延長しますということです。第24条で徴

収猶予の申請手続における申請書の訂正等がある場合に係る提出期間について、規定を設けてございます。

この第１条につきましては、令和２年４月30日から施行。 

 次に３ページですが、第２条につきましては４月30日から、この第３条が施行される令和３年１月１日

までの間に法の改正がありますので、第61条を第63条に。第62条を第64条にという読替規定の条項の整備

をしております。それから第10条の２も同じような条項の整備でございます。第25条に新たに新設してお

ります新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例というものでございます。新型コロナウ

イルス感染症の拡大防止を図るためにイベントの中止を決定した、そのチケットの購入分を購入者が払戻

しを受けなかった、払戻しを辞退した等の場合に、個人住民税の寄附金の控除の対象にしますという条項

でございます。第26条では住宅ローン控除の適用要件を弾力化しております。 

 第３条につきましては、令和３年１月１日からの施行となります。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「質疑なし」と認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「討論なし」と認めます。 

 これから「承認第３号 専決処分の承認を求めることについて」を採決いたします。 

 お諮りします。 
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 本件は承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「異議なし」と認めます。 

 したがって「承認第３号 専決処分の承認を求めることについて」は、承認することに決定しました。 

 日程第９．「報告第３号 専決処分の報告について」を議題とします。 

 本件について提出者の報告を求めます。謝花良竹副村長。 

○ 謝花良竹 副村長  

報告第３号 

 

   専決処分の報告について 

 

 地方自治法第180条第１項の規定によって別紙のとおり、専決処分したので同条第２項の規定によりこ

れを報告します。 

 

令和２年５月８日提出 

今帰仁村長 喜屋武 治樹 

 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項について次のとおり専決処

分する。 

工    事    名 運天漁港-3.0ｍ岸壁改良工事 

 

議決された契約の金額  ￥97,834,000 

専決処分した契約の金額   ￥770,000 

 

 理 由 

  設計変更に伴う増額のため専決処分する。 

 

令 和 ２ 年 ３ 月 1 9日 

今帰仁村長 喜屋武 治樹 

 

 なお、工事請負変更契約書及び図面を添付しておりますので、お目通しください。以上です。 

○ 座間味 薫 議長 次に、議決事件の条項、字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。 

 本臨時会において議案等が議決されましたが、その条項、字句、数字、その他の整理を要するものにつ
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きましては、会議規則第45条の規定に基づき、その整理を議長に委任することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○ 座間味 薫 議長 「異議なし」と認めます。 

 したがって、条項、字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定しました。 

 これで本日の日程は、全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 令和２年第２回今帰仁村議会臨時会を閉会いたします。 

（閉会時刻 午後２時07分） 
 

 

 上記、地方自治法第123条第２項の規定により次に署名する。 

 

今 帰 仁 村 議 会 

 

議  長  座間味   薫 

 

署名議員  與 那 勝 治 

 

署名議員  山 城   太 

 


